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建設水道委員会記録 
   

○開催日時 

平成３０年３月８日 午前９時５７分～午後２時５６分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第２委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（６人）

   委 員 長  福 元 光 一 
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委  員  宮 里 兼 実 

委  員  川 添 公 貴 

委  員  成 川 幸太郎 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員

   委  員  石野田   浩 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   建 設 部 長  泊   正 人 

   建 設 政 策 課 長  須 田 徳 二 

   建 設 整 備 課 長  吉 川 正 紀 

   建 設 維 持 課 長  内 田 俊 彦 

   都 市 計 画 課 長  伊 東 理 博 

   区 画 整 理 課 長  川 畑   稔 

   入来区画整理推進室長  引 地 明 吉 

   建 築 住 宅 課 長  福 島 和 朗 

────────────────── 

水 道 局 長  新 屋 義 文 

水 道 管 理 課 長  草 留 隆 志 

水 道 工 務 課 長  四 元 新 一 

下 水 道 課 長  徳 重 勝 美 

────────────────── 

総 務 部 長  田 代 健 一 

 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

  議 事 調 査 課 長  砂 岳 隆 一 議事グループ員  藤 井 朋 子 
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○審査事件等 

────────────────────────────────────────

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第５８号 平成２９年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算 

議案第５９号 平成２９年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計補正予算 

議案第６６号 平成２９年度薩摩川内市水道事業会計補正予算 

議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第４０号 平成３０年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計予算 

議案第４１号 平成３０年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算 

議案第５３号 平成３０年度薩摩川内市水道事業会計予算 

議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

水 道 管 理 課 

水 道 工 務 課 

議案第６０号 平成２９年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計補正予算 

議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第４２号 平成３０年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計予算 

議案第４３号 平成３０年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計予算 

議案第４４号 平成３０年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計予算 

議案第４５号 平成３０年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算 

議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

下 水 道 課 

議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 設 政 策 課 

議案第３５号 薩摩川内市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 設 整 備 課 

議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 設 維 持 課 

議案第３６号 川内駅西口駐車場等の指定管理者の指定について 

議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

都 市 計 画 課 

議案第６１号 平成２９年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計補正予 

      算 

議案第６２号 平成２９年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特別会計補正予 

      算 

議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第４６号 平成３０年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計予算 

議案第４７号 平成３０年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特別会計予算 

議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

区 画 整 理 課 

議案第６３号 平成２９年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計補正 

予算 

議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第４８号 平成３０年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計予算 

議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

入来区画整理推進室 

議案第３７号 薩摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第３８号 薩摩川内市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例の一 

部を改正する条例の制定について 

議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 築 住 宅 課 
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   △開  会 

○委員長（福元光一）それでは、ただいまか

ら建設水道委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思います。 

 また、本日は、おおむね建設維持課まで審査を

進めることにしたいと思いますが、進捗状況によ

っては、残りの箇所の審査を進めたいと思います。

ついては、そのように審査を進めることで御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、そのように審査を進めます。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。

現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長に

おいて随時許可します。 

────────────── 

△水道管理課及び水道工務課の審査 

○委員長（福元光一）それでは、水道管理課

及び水道工務課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第５８号 平成２９年度薩摩川内市 

簡易水道事業特別会計補正予算 

○委員長（福元光一）まず、議案第５８号平

成２９年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正

予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道工務課長（四元新一）それでは、予算

に関する説明書（第７回補正）の６２ページをお

開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費２７万８,０００円の

増額は、国家公務員の給与に関する法律等の一部

改正に伴う本市の給与に関する条例等の一部改正

にあわせて、職員６人分の人件費を補正するもの

でございます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

６１ページをごらんください。 

 ６ 款 １ 項 １ 目 一 般 会 計 繰 入 金 ２ ７ 万

８,０００円の増額は、歳出補正に伴う一般会計

からの繰入金による財源調整でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第５９号 平成２９年度薩摩川内市 

温泉給湯事業特別会計補正予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第５９号平

成２９年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計補正

予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。     

○水道工務課長（四元新一）それでは、同じ

く７２ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費５万５,０００円の増

額は、国家公務員の給与に関する法律等の一部改

正に伴う本市の給与に関する条例等の一部改正に

あわせて、職員一人分の人件費を補正するもので

ございます。 

 続きまして、歳入について説明いたします。

７１ページをごらんください。 

 ３款１項１目一般会計繰入金５万５,０００円

の増額は、歳出補正に伴う一般会計からの繰入金

による財源調整でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第６６号 平成２９年度薩摩川内市 

水道事業会計補正予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第６６号平

成２９年度薩摩川内市水道事業会計補正予算を議

題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）議案第６６号平

成２９年度薩摩川内市水道事業会計補正予算につ

いて説明いたします。 

 別冊となっております薩摩川内市水道事業会計

予算書予算に関する説明書（第３回補正）の

１１ページをお開きください。 

 今回の補正は、国家公務員に係る一般職の職員

の給与に関する法律等の一部を改正する法律の公

布に伴い、これに準じて職員の給与改定経費を補

正するもので、１款１項２目配水及び給水費で、

職員１３人分の給料、手当、法定福利費、合計

５９万１,０００円の増額補正、４目総係費で、

職員１０人の給料、手当、法定福利費、合計

５１万７,０００円の増額補正であります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市 

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第５７号平

成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

します。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道工務課長（四元新一）それでは、水道

工務課の補正予算について説明いたしますので、

予算に関する説明書（第７回補正）の２９ページ

をお開きください。 

 ４款３項１目水道費３３万３,０００円の増額

は、右側説明欄のとおり、簡易水道事業特別会計

及び温泉給湯事業特別会計への繰出金の調整でご

ざいます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第５７号にかかわる審査を一時中

止します。 

────────────── 

△平成３０年度予算の概要説明 

○委員長（福元光一）次に、平成３０年度予

算の審査を行います。 

 まず、予算の概要について局長に説明を求めま

す。 

○水道局長（新屋義文）それでは、水道管理

課及び水道工務課所管の予算概要について御説明

いたします。 

 両課が所管いたします予算は、一般会計のほか

特別会計として簡易水道事業及び温泉給湯事業の

２会計、公営企業会計としまして、水道事業会計

がございます。 

 平成３０年度の予算の特色としましては、まず、

簡易水道事業におきまして、平成２９年度に引き

続き平成３２年度からの公営企業会計適用のため

の資産台帳整理やシステム改修のための委託料等

を措置しております。 

 そのほかにつきましては、桜色の当初予算概要
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を御準備いただきまして、後ろから２枚めくって

いただきまして、１２７ページをお開きいただき

たいと思います。 

 まず、一般会計では、水道管理課におきまして、

家庭用飲用井戸等整備支援事業を新たに行うこと

とし、水道事業等の未給水地域において飲料水等

を確保するための井戸設置に伴うボーリング工事

等の経費に対して補助することとしたところでご

ざいます。 

 その下、水道工務課の簡易水道事業では、新た

に長浜及び芦浜地区において老朽管の布設替え工

事を開始することといたしました。 

 なお、もう一つの特別会計でございます温泉給

湯事業では、樋脇、入来、祁答院地域におきまし

て配湯管の布設替え工事を行いながら、安定的な

温泉の給湯に努めてまいります。 

 次に、水道事業についてでございますが、別冊

の黄色の資料でございます。平成３０年度水道局

当初予算資料の１ページをごらんいただきたいと

思います。 

 建設改良費７億５,０００万円を措置させてい

ただき、水道施設の耐震対策及び老朽管布設替え

等を計画的に実施していくこととしておりまして、

これまで同様、安全で安心して飲める水を安定的

に供給することを使命に、経営の効率化を図りな

がら施設の更新及び維持管理を万全に行ってまい

ります。 

 私からの説明は以上でございます。予算の詳細

につきましては、各課長が説明いたしますので、

よろしくお願いをいたします。 

────────────── 

△議案第４０号 平成３０年度薩摩川内市 

簡易水道事業特別会計予算 

○委員長（福元光一）それでは、議案第

４０号平成３０年度薩摩川内市簡易水道事業特別

会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）それでは、予算

調 書 で 説 明 い た し ま す の で 、 予 算 調 書 の

２７７ページをお開きください。 

 議案第４０号平成３０年度薩摩川内市簡易水道

事業特別会計予算について、水道管理課分の概要

を説明いたします。 

 歳出から説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費の水道管理課分は、事

項、一般管理費の１,０３４万８,０００円で、上

甑島・下甑島簡易水道の業務営業に要する経費で

あります。 

 主なものについて、右側に記載してありますが、

検針業務委託、消費税を計上しております。 

 続きまして、下段の表、３款１項１目元金、事

項、長期債償還元金７,９０９万２,０００円を計

上しております。 

 ２７８ページをお開きください。 

 ２目利子、事項、長期債償還利子１,４９７万

８,０００円を計上しております。 

 次の５款１項１目予備費、事項、予備費として

１００万円を計上しております。 

 以上が、水道管理課分の歳出であります。 

 引き続き、水道工務課分について水道工務課長

が説明いたします。 

○水道工務課長（四元新一）それでは、水道

工務課分の歳出について説明いたしますので、予

算調書の２７９ページをごらんください。 

 １款１項１目一般管理費１億２ ,７４５万

２,０００円は、上甑島及び下甑島簡易水道施設

の維持管理等に係る経費であります。 

 経費の主なものは、下甑の水道業務作業嘱託員

一人と職員６人分の人件費のほか、水道法に基づ

く毎日検査に伴う休日水質検査業務や、各施設の

点検及び電気設備保安管理業務並びに草刈・清掃

業務等の委託料、上甑地域の浦内浄水場自家発電

機取替工事に伴う工事請負費でございます。 

 そのほか、水質検査手数料や施設管理に必要な

光熱水費、漏水等に対応するための修繕料も計上

しているところでございます。 

 次に、２款１項１目上甑島簡易水道建設事業費

２０万円は、上甑島簡易水道の施設整備に係る経

費で、平成３０年度に里及び小島地区において、

特定離島ふるさとおこし推進事業を活用した老朽

管の布設替えを計画しており、その事前調査に要

する経費でございます。 

 次に、２８０ページをごらんください。 

 ２款１項１目下甑島簡易水道建設事業費

８,７６０万円は、下甑島簡易水道の施設整備に

係る経費で、平成３０年度から下水道整備にあわ

せて計画しております長浜地区と芦浜地区の配水

管布設替えに伴う実施設計業務委託と鹿島地区で
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実施中の配水管布設替え及び長浜地区、芦浜地区

で着手する配水管布設替え等の工事請負費が主な

ものでございます。 

 以上で、水道工務課分の歳出の説明を終わりま

す。 

 引き続き、歳入について水道管理課長が説明い

たします。 

○水道管理課長（草留隆志）歳入について説

明いたします。前に戻っていただきまして、予算

調書の２７５ページをお開きください。 

 １ 款 １ 項 １ 目 水 道 使 用 料 １ 億 ２ ７ ９ 万

８,０００円は、上甑島・下甑島簡易水道の給水

使用料等であります。 

 ６款１項１目一般会計繰入金１億３,２７５万

８,０００円は、一般会計からの財政援助分であ

ります。 

 ７款１項１目繰越金１,０００万円は、前年度

繰越金の見込み額を計上いたしました。 

 ９款１項１目簡易水道事業債３,０８０万円は、

下甑島簡易水道建設事業に係る市債であります。 

 ２７６ページをお開きください。 

 ３款１項１目簡易水道事業補助金３,１８５万

円は、下甑島簡易水道建設事業に係る国庫補助金

であります。 

 ８款２項１目雑入１,１３７万５,０００円は、

下甑島簡易水道建設事業に係る移転補償費等であ

ります。 

 続きまして、地方債について説明しますので、

別冊の各会計予算書予算に関する説明書の

１６３ページをお開きください。 

 第２表、地方債につきましては、簡易水道事業

の建設事業に係る地方債の限度額を３,０８０万

円とするものであり、起債の方法、利率、償還の

方法につきましては、表に記載のとおりでありま

す。 

 以上で、議案第４０号平成３０年度薩摩川内市

簡易水道事業特別会計予算の説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第４１号 平成３０年度薩摩川内市 

温泉給湯事業特別会計予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第４１号平

成３０年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算

を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）それでは、予算

調書の２８３ページをお開きください。 

 議案第４１号平成３０年度薩摩川内市温泉給湯

事業特別会計予算の水道管理課分について概要を

説明いたします。 

 歳出から説明いたします。１款１項１目一般管

理費の水道管理課分は、事項、温泉管理費の

４９９万２,０００円であります。 

 経費の主なものは、水道局お客さまセンターに

係る委託料等を計上しております。 

 次の５款１項１目予備費、事項、予備費として

１００万円を計上しております。 

 以上が、水道管理課分の歳出であります。 

 引き続き、水道工務課分について水道工務課長

が説明いたします。 

○水道工務課長（四元新一）それでは、同じ

く予算調書の２８４ページをお開きください。 

 １ 款 １ 項 １ 目 温 泉 管 理 費 ３ , ９ ３ ９ 万

８,０００円は、樋脇・入来・祁答院地域の温泉

給湯事業の施設の維持管理に係る経費でございま

す。 

 経費の主なものは、職員一人分の人件費のほか、

施設の除草業務や紫外線装置の保守・点検業務等

の委託料、市比野地区配湯管の老朽管更新に伴う

工事請負費でございます。 

 そのほか、施設管理に必要な光熱水費や、漏

湯・ポンプ入れかえ等に対応するための施設修繕

料をも計上しているところでございます。 
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 以上で、水道工務課分の歳出の説明を終わりま

す。 

 引き続き、歳入について水道管理課長が説明い

たします。 

○水道管理課長（草留隆志）引き続き歳入の

説明をしますので、前に戻っていただきまして、

予算調書の２８１ページをお開きください。 

 １款１項２目分湯使用料は、樋脇、入来、祁答

院の３地域分で３,２１０万６,０００円を計上し

ました。 

 ３款１項１目一般会計繰入金１ ,２０９万

８,０００円は、一般会計からの財政援助分であ

ります。 

 ４款１項１目繰越金１００万円は、前年度繰越

金の見込み額を計上しました。 

 以上で、議案第４１号平成３０年度薩摩川内市

温泉給湯事業特別会計予算の説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第５３号 平成３０年度薩摩川内市 

水道事業会計予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第５３号平

成３０年度薩摩川内市水道事業会計予算を議題と

します。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）それでは、別冊

となっております水道事業会計予算書の４ページ

をお開きください。 

 議案第５３号平成３０年度薩摩川内市水道事業

会計予算について、概要を説明いたします。 

 さきの本会議で局長が説明した部分は省略させ

ていただき、予算の内容について主なものを説明

いたします。 

 収益的収入及び支出のうち収入では、水道事業

収益を１８億８,４７４万５,０００円とし、水道

料金・給水負担金等営業収益と一般会計補助金、

長期前受金戻入、資本費繰入収益等営業外収益を

計上しております。 

 ５ページをお開きください。支出になります。 

 １款水道事業費用で１５億 ９ ,１２５万

５,０００円計上し、内訳としまして１項営業費

用として、１目原水及び浄水費に、浄水場、各水

源地に係る維持管理費を、以下配水及び給水費に

配水管や給水管の維持管理費を、総係費にその他

の管理経費全般を、最後に減価償却費、資産減耗

費等計上しております。 

 ２項営業外費用として、支払利息等を計上し、

３項特別損失として過年度水道料金等還付金、最

後に予備費を計上しております。 

 以上、収入合計１８億８,４７４万５,０００円 

支出合計１５億９,１２５万５,０００円でありま

す。 

 続きまして、６ページをごらんください。投資

的経費の資本的収入及び支出について説明いたし

ます。 

 まず、収入ですが、企業債、工事負担金を計上

し、収入合計３億７,３４６万円であります。 

 支出におきまして、１款資本的支出、１項建設

改良費では、１目改良費に水道施設に係る新設・

改良費を、２目メーター費に新設水道メーター購

入費を、３目固定資産購入費にポンプ購入費等を

計上しております。 

 ２項企業債償還金として４億１ ,５７６万

３,０００円計上しております。 

 以上、支出合計１２億２,２４４万１,０００円

となります。支出に対し収入が不足する額８億

４,８９８万１,０００円については、前のページ

２ページになりますが、予算第４条に定めた減債

積立金、過年度及び当年度分損益勘定留保資金等

の財源で補填するものであります。 

 ７ページをお開きください。 

 キャッシュ・フロー計算書であります。 

 １ 、業務活動によるキャッシュ・フローは、
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収益的収入及び支出に係る現金の収支、２ 、投

資活動、３、財務活動によるキャッシュ・フロー

は、資本的収入及び支出に係る現金の収支であり

ま す 。 １ 年 間 の 現 金 の 収 支 と し て ８ 億

６,８８６万８,０００円の現金残高になる予定と

しております。  

 ８ページから１２ページまでは、職員給与費の

明細書であります。 

 １３ページをお開きください。 

 継続費に関する調書で、アセットマネジメント

計画策定業務委託に係る年割額と財源内訳等であ

ります。 

 １４ページをごらんください。 

 債務負担行為に関する調書で、丸山浄水場運転

管理等業務委託、水道事業窓口等関連業務委託の

限度額等を記載してあります。 

 １５ページをお開きください。 

 １８ページまでが平成３０年度の予定貸借対照

表、１９ページから２４ページが平成２９年度の

予定損益計算書及び予定貸借対照表、２５ページ

から２６ページが注記項目、２７ページから

３３ページが参考資料となっております。 

 なお、予定貸借対照表の固定資産につきまして

は、２１ページの平成２９年度予定貸借対照表が、

当初の期首現在高となり、これに、３０ページ下

段の水道事業費用の５目減価償却費、備考欄の資

産の種類ごとの減価償却費及び３１ページの６目

資産減耗費、３３ページの資本的支出の建設改良

費の予算を反映したものが１５ページの平成

３０年度予定貸借対照表の固定資産の現在高であ

ります。 

 以上で、水道管理課分の説明を終わります。 

 引き続き、改良工事の内容について、水道工務

課長が説明いたします。  

○水道工務課長（四元新一）それでは、水道

事業の改良事業について説明いたしますので、別

冊となっております黄色の表紙の平成３０年度水

道局当初予算資料の１ページをお開きください。 

 委員の皆様も御承知のとおり、平成２８年度か

ら水道施設事業計画に基づきまして、年間７億

５,０００万円の事業費を投じて施設の計画的な

更新や基幹施設の耐震化等を図っており、平成

３０年度も引き続き、資料に記載のとおりの計画

で実施する予定としているところでございます。 

 それでは、平成３０年度の事業内容について地

域別に説明いたします。 

 上からです。まず、川内地域からですが、水引

加圧施設実施設計業務委託は、連絡管により丸山

浄水場から水引地区に配水する整備計画の一環で、

水圧不足等が想定される地区への加圧施設を計画

するもの。 

 導水管布設替え工事は、青山水源導水管外２路

線の基幹管路８２０メートルを耐震管に布設替え

するもの。 

 配水管布設替え工事は、県道荒川川内線外１路

線の老朽管７４５メートルを布設替えするもの。 

 配水管布設工事は、宅地開発が進む平佐地区の

農道奥之園２号線に配水管を１６０メートル布設

するもの。 

 施設整備工事は、丸山浄水場及び永利水源地の

老朽化した電気設備等の設備更新を行うもの。 

 次に、樋脇地域でございますが、送・配水管布

設 替 え 工 事 は 、 中 央 配 水 池 送 ・ 配 水 管

１,２００メートルを耐震管に布設替えするもの。 

 配水管布設替え工事（老朽管）は、市道金具尻

牟礼線外３路線の老朽管及び漏水多発路線

１,４８０メートルを布設替えするもの。 

 配水管布設工事は、（旧）上手簡易水道と宇都

配水池系を結ぶ連絡管を整備するもの。 

 遠方監視設備工事は、樋脇地域の遠方監視シス

テムが導入後１０年以上を経過しているため機器

とシステムの更新を行うもの。 

 次に、入来地域でございます。 

 配水管布設替え工事は、国道３２８号線外２路

線の老朽管９３０メートルを布設替えするもの。 

 次に、東郷地域でございますが、施設整備工事

は、藤川の戸屋川浄水場廃止に向けた施設整備の

一環で、代替水源としての地下水を求めてボーリ

ング工事を実施するもの。 

 配水管布設替え工事は、市道城内宍野線外２路

線の老朽管５８０メートルを布設替えするもの。 

 配水管布設工事は、市道川口司野線に連絡管と

して２カ所の道路横断管を新たに布設するもの。 

 次に、祁答院地域でございますが、秋上第２配

水池築造工事は、上手地区の安定給水を図るため

の施設整備。 

 配水管布設替え工事は、市道馬頃尾竹下線外

２路線の老朽管１,１１０メートルを布設替えす
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るもの。 

 配水管布設工事は、新たな黒木浦及び中武地下

水源からそれぞれの浄水場まで導水管を整備する

もの。 

 施設整備工事は、新たな地下水源に対応するた

め黒木浦及び中武浄水場の配電盤の改修を行うも

の。 

 次に、全地域に関連したものといたしまして、

アセットマネジメント計画策定業務委託は、中長

期的な視点に立って更新需要や財政収支見込み等

を検討し、水道施設のライフサイクル全体にわた

って効率的かつ効果的に管理運営するための計画

を策定するもので、本年度から２カ年の継続費を

設定いたしまして現在実施中でございますが、平

成３０年度は最終的な取りまとめを行い計画を策

定する予定としているところでございます。 

 以上が、各地域別の計画でございますが、この

ほか、それぞれ区画整理や道路工事等に対応する

ための負担金工事と、あと材料支出工事を、これ

までの実績等により見込みで計画しているところ

でございます。 

 なお、この計画につきましては、現時点での計

画であり、さまざまな事情により変更する場合が

あることを御理解ください。 

 以上で、水道事業の改良事業内訳について説明

を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市 

一般会計予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第３９号平

成３０年度薩摩川内市一般会計予算を議題としま

す。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）予算調書の

２６６ページをお開きください。 

 議案第３９号平成３０年度薩摩川内市一般会計

予算のうち、水道管理課分について説明いたしま

す。 

 ４款３項１目水道費、事項、簡易水道事業費

１億３,２７５万８,０００円は、簡易水道事業会

計への繰出金であります。 

 同じく、下段の表、事項、温泉給湯事業費で、

同会計への繰出金１,２０９万８,０００円であり

ます。 

 ２６７ページをごらんください。 

 ４款３項１目水道費、事項、飲用井戸等整備支

援事業費１５０万円は、ボーリング工事等の家庭

用飲用井戸の整備に対して補助するものでござい

ます。補助率は３分の１で、補助限度額は３０万

円です。陽成地区など水道の計画給水区域外を補

助対象地域とします。 

 同じく、下段の表、１３款２項１目公営企業費、

事項、水道事業費５,２０７万３,０００円を計上

しています。 

 経費の内容は、水道事業会計への水道事業会計

負担金は、消火栓維持経費等、水道事業会計補助

金は、簡易水道統合に係る償還利子分、水道事業

会計出資金は、簡易水道統合に係る償還元金のそ

れぞれ交付税算定見込額を計上したものでござい

ます。 

 以上で、議案第３９号平成３０年度薩摩川内市

一般会計予算のうち、水道管理課分の説明を終わ

ります。 

○水道工務課長（四元新一）それでは、水道

工務課分の歳出について説明いたしますので、予

算調書の２６８ページをお開きください。 

 ２ 款 １ 項 ５ 目 財 産 一 般 管 理 費 ４ ４ 万

５,０００円は、旧工業用水施設及び下之湯があ

る旧総合休養会館の維持管理等に係る経費で、施

設内の草刈業務や建物屋上の雨漏り修繕等が主な

経費でございます。 

 次に、歳入について説明いたしますので、前に
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返っていただき７８ページをお開きください。 

 １ ７ 款 １ 項 １ 目 財 産 貸 付 収 入 、 予 算 額

６,０００円は、管理施設内にある電柱等の貸付

料でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（大田黒 博）２６７ページのこの

ボーリングの家庭用飲料の３分の１の補助、宮里

委員が一般質問されて、陽成を含めて祁答院も少

しあるんじゃないかなと思うんですが、現在これ

を使われるところがありますか。どうなんでしょ

うかね。この市の水道がいっていないところが、

このボーリング等の補助金を使ったりするところ

は予定としてはあるんでしょうか。 

○水道管理課長（草留隆志）現在、申し込み

があるとかというのは聞いておりません。平成

３０年度からの新規予算措置でございますので、

これからボーリングをされるという方がいれば補

助していきますので、現在の段階でどこの地区に

ボーリングをされるというような予定とかは、今

のところ把握していないところです。 

○委員（大田黒 博）どれだけ把握されてい

るのか。こういう事業が始まるんだったら、やっ

ぱり周知徹底して、こういうのがありますよとい

うのをして、水道、こういう一般質問等で出たの

をクリアするためには、そういう周知徹底も必要

じゃないかなと思うんですが、どうなんでしょう

か。 

○水道管理課長（草留隆志）今回の補助金に

つきましては、新規補助金ですので、今回の予算

が確定したというか、議会で議決されてから広報

紙、ホームページ等で広報したいというふうに考

えているところでございます。 

○委員長（福元光一）次に、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、議案第３９号にかかわる審査を一時中

止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○水道管理課長（草留隆志）それでは、所管

事務について報告いたしますので、平成３０年

３月議会建設水道委員会資料の１ページをお開き

ください。 

 簡易水道事業及び下水道事業の地方公営企業法

適用方針について説明いたします。 

 平成２７年１月に、国から簡易水道事業、下水

道事業について、地方公営企業法の全部または一

部を適用することが要請されました。現在の取り

組み状況について報告いたします。 

 法適用方針の対象事業として、重点事業である

簡易水道事業と下水道事業は、一般会計及び特別

会計の５事業のうち、重点事業である公共下水道

事業と農業集落排水事業、漁業集落排水事業を公

営企業会計に移行いたします。 

 ２、会計形態について、簡易水道事業は、水道

事業と統合すると国県補助事業の対象とならなく

なり、また、普通交付税の基準財政需要額に簡易

水道の給水人口が算入されなくなるなどの影響が

あることを考慮して、水道事業と統合しないで、

簡易水道事業単独の公営企業会計とします。 

 下水道事業の会計形態につきましては、公共下

水道事業と農業集落排水事業、漁業集落排水事業

の３特別会計を一つの公営企業会計とし、地方公

営企業法施行規則第４０条第２項の規定に基づく

報告セグメントを設け、区分は、公共下水道事業、

特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、

漁業集落排水事業の四つの事業単位とします。 

 法適用の範囲については、水道事業は、財務規

定、組織体制、職員の身分の全てが地方公営企業

法の適用となっている全部適用ですが、簡易水道

事業と下水道事業は、組織体制と職員の身分は、

従来と変わらない市長部局とし、財務規定のみを

適用する一部適用とします。 

 一部適用にする理由としまして、甑島各支所の

職員は、水道局に係る業務以外に建設部や農林水

産部などの業務を所掌していることから、企業職

員としないで市長部局の職員に統一することとし

ます。 

 また、一部適用でも全部適用であっても、財務

規定は、どちらも企業会計方式の複式簿記となり、

経営状況、財務状況を明確にする財務諸表を作成
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することになり、これらを活用した経営分析が可

能であることから、一部適用とするものです。 

 地方公営企業法の適用は、平成３２年４月を予

定しています。 

 地方公営企業法適用の概要イメージは、下段の

図のとおりであります。また、裏面には、地方公

営企業法の全部適用と一部適用の違いについて資

料を添付してありますので御参照ください。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて、これより所管事務

全般について質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、水道管理課及び水道工務課を終わりま

す。 

────────────── 

△下水道課の審査 

○委員長（福元光一）次は、下水道課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第６０号 平成２９年度薩摩川内市 

公共下水道事業特別会計補正予算 

○委員長（福元光一）それでは、議案第

６０号平成２９年度薩摩川内市公共下水道事業特

別会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

６０号平成２９年度薩摩川内市公共下水道事業特

別会計補正予算について説明いたします。 

 予算に関する説明書の第７回補正の８２ページ

をお開きください。 

 まず、歳出について説明いたします。 

 ２款１項１目施設整備費の事項、公共下水道整

備費において、国家公務員の給与に関する法律等

の一部改正に伴う本市職員の給与に関する条例等

の一部改正にあわせて一般職員一人分の職員給与

費等５万４,０００円を増額するものでございま

す。 

 次に、歳入について説明いたしますので、前の

ページ、８１ページをごらんください。 

 ４款１項１目一般会計繰入金５万４,０００円

は、歳出補正にあわせて一般会計からの繰入金を

増額するものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市 

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第５７号平成２９年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）議案第５７号平成

２９年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち、下

水道課分に係る歳出について説明いたしますので、

予算に関する説明書（第７回補正）の３９ページ

をお開きください。 

 ８款５項４目下水道費の事項、下水道管理費に

おいて、国家公務員の給与に関する法律等の一部

改正に伴う本市職員の給与に関する条例等の一部

改正にあわせて、一般職員９人分の職員給与費等

４７万５,０００円を増額し、事項、公共下水道

費において、公共下水道事業特別会計繰出金を

５万４,０００円増額するものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）ここで議案第５７号に

かかわる審査を一時中止します。 

────────────── 

△平成３０年度予算の概要説明 

○委員長（福元光一）次に、平成３０年度予

算の審査を行います。 

 まず、予算の概要について局長に説明を求めま

す。 

○水道局長（新屋義文）それでは、下水道課

の所管する予算の概要について御説明させていた

だきます。 

 下水道課では、一般会計のほか四つの下水道に

係る特別会計を所管し、平成３０年度におきまし

ても先ほどの簡易水道事業と同様、公共下水道事

業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業の３事

業について固定資産の台帳の整備及び企業会計シ

ステムの構築のための委託料を措置させていただ

いております。 

 それでは、当初予算概要の１２８ページをお開

きいただきたいと思います。 

 一番上でございますが、一般会計の下水道事業

においては、平成２９年度から３年間の生活排水

処理対策強化期間の取り組みとして、公共下水道

等接続補助事業に取り組みますとともに、中段に

ありますとおり、公共下水道事業では、川内処理

区の宮里浄化センターにおきますポンプ棟及び水

処理施設の整備、平佐第二地区の汚水管路の整備

に加えまして、その下の欄、下甑の長浜地区にお

いては、終末処理場の実施設計業務委託等のほか、

汚水管路工事に一部着手することとしており、あ

けていただきまして、次の１２９ページでござい

ますが、上甑地区では、中甑・中野の浄化セン

ターの長寿命化対策を実施いたします。 

 また、次の農業集落排水事業では、城上及び入

来中部浄化センターの機能強化対策工事を実施す

ることとしており、これらの実施により下水道事

業全体において施設の適切な処理機能の確保や効

率的な維持管理に向けた取り組みを行うこととし

ております。 

 最後に、中郷ポンプ場耐震化事業につきまして

は、今後の対策の必要性を検討するための耐震診

断を行うこととしております。 

 私からの説明は以上でございますが、予算の詳

細につきましては、課長から説明いたしますので、

よろしくお願いをいたします。 

────────────── 

△議案第４２号 平成３０年度薩摩川内市 

公共下水道事業特別会計予算 

○委員長（福元光一）それでは、議案第

４２号平成３０年度薩摩川内市公共下水道事業特

別会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

４２号平成３０年度薩摩川内市公共下水道事業特

別会計予算について説明いたします。 

 予算調書の２８７ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目、事項、公共下水道管理費１億

８,０９４万３,０００円は、川内地区の公共下水

道施設及び上甑地区の特定環境保全公共下水道施

設の維持管理に係る経費であり、主なものは、お

客さまセンターによる窓口等業務に係る公共下水

道事業窓口等関連業務委託等、平成３２年度から

の下水道事業の公営企業会計化に向けた固定資産

調査・評価業務委託等及び公営企業会計システム

導入業務委託、川内処理区の宮里浄化センター等

包括的民間委託等、上甑処理区の中甑・中野浄化

センター包括的民間委託が主なものであります。 

 次に下の段の２款１項１目、事項、公共下水道

整備費７億６,６０２万６,０００円は、川内地区

及び上甑地区並びに長浜地区の公共下水道施設整

備に係る経費であり、主なものは、継続費設定に

よる宮里浄化センターのポンプ棟建設工事委託及

び水処理施設建設工事委託、平佐第二地区の汚水

管路施設工事等のほか、長浜地区の汚水管路施設

工事が主なものでございます。 

 次のページ、２８８ページをお開きください。 

 ３款１項１目、事項、長期債償還元金２億

５,９２０万１,０００円及び下段の２目、事項、

長期債償還利子８,３３５万円は、施設整備時に

借り入れた長期債の償還元金及び利子であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２８５ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主な項目について説明いたします。 
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 １款２項１目公共下水道事業負担金６８６万円

は、川内処理区に係る公共下水道事業受益者負担

金です。 

 ２款１項１目公共下水道施設使用料１億

２,９６８万８,０００円は、川内処理区及び上甑

処理区の公共下水道施設使用料が主なものでござ

います。 

 ３款１項１目公共下水道事業費補助金３億

２,５１５万５,０００円は、宮里浄化センターポ

ンプ棟建設工事委託等に係る地方創生汚水処理施

設整備推進交付金のほか、中甑・中野浄化セン

ター長寿命化対策工事委託及び長浜地区汚水管路

築造工事等に係る国庫補助金でありまして、補助

率は、宮里浄化センターポンプ棟及び平佐第二地

区並びに長浜地区分は２分の１であります。宮里

浄化センター水処理施設及び中甑・中野浄化セン

ター分は、水処理施設に係る事業のため１０分の

５.５となっております。 

 次のページ、２８６ページをお開きください。 

 ４款１項１目一般会計繰入金３億８,７４９万

２,０００円は、歳出に対応して措置する一般会

計からの繰入金であります。 

 ７ 款 １ 項 １ 目 公 共 下 水 道 事 業 債 ４ 億

３,７８０万円は、宮里浄化センターポンプ棟増

設工事委託などの下水道施設整備費及び固定資産

調査・評価業務委託に対応して措置するものであ

ります。 

 続きまして、継続費について説明いたしますの

で、別冊の予算に関する説明書の２０４ページを

お開きください。 

 ２款事業費１項事業費、宮里浄化センター水処

理施設増設事業、総額６億９,０２０万円につい

て、平成３０年度から平成３２年度まで、表のと

おり年割額とするもので、水処理施設増設工事が

３カ年にわたる工事であることから継続費として

設定する必要があります。 

 続いて、地方債について説明いたしますので、

次のページをごらんください。 

 公共下水道事業の施設整備等に係る地方債の限

度額を４億３,７８０万円とし、起債の方法、利

率、償還の方法については、表に記載のとおりと

するものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第４３号 平成３０年度薩摩川内市 

農業集落排水事業特別会計予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第４３号平

成３０年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計

予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

４３号平成３０年度薩摩川内市農業集落排水事業

特別会計予算について説明いたします。 

 予算調書の２９１ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目、事項、農業集落排水管理費

６,０４７万１,０００円は、城上処理区ほか、

４処理区の農業集落排水施設の維持管理に係る経

費であり、主なものは、お客さまセンターによる

本土地域分の窓口等業務に係る本土地域の農業集

落排水事業窓口等関連業務委託等、公営企業会計

化に向けた固定資産調査・評価業務委託等のほか、

城上処理区、大馬越処理区、入来中部処理区、祁

答院中央処理区及び里処理区それぞれの処理施設

維持管理業務委託等が主なものでございます。 

 次に、下の段の２款１項１目、事項、農業集落

排水事業費８,８１０万円は、農業集落排水施設

の機能強化に係る経費であり、城上浄化センター

機械設備及び入来中部浄化センター機械電気設備
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の機能強化工事が主なものでございます。 

 次のページ、２９２ページをお開きください。 

 ３ 款 １ 項 １ 目 、 事 項 、 長 期 債 償 還 元 金

９,４４６万２,０００円及び下段の２目、事項、

長期債償還利子１,７４０万７,０００円は、施設

整備時に借り入れました長期債の償還元金及び利

子であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２８９ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主な項目について説明いたします。 

 ２ 款 １ 項 １ 目 農 業 集 落 排 水 施 設 使 用 料

４,８８４万２,０００円は、城上処理区ほか４処

理区の農業集落排水施設使用料が主なものでござ

います。 

 次のページ、２９０ページをお開きください。 

 ３款１項１目農業集落排水事業費補助金

５０４万円は、農業集落排水施設整備に係る県の

交付金で、補助率は事業費の１０％に財政力指数

を乗じた割合となっております。 

 ４款１項１目一般会計繰入金１億１,３７７万

９,０００円は、歳出に対応して措置する一般会

計からの繰入金であります。 

 ７款１項１目農業集落排水事業債４,８９０万

円は、施設整備費及び固定資産調査・評価業務委

託に対応して措置するものでございます。 

 ９ 款 １ 項 １ 目 農 業 集 落 排 水 事 業 補 助 金

４,３４５万円は、農業集落排水施設の機能強化

工事に係る国の農山漁村地域整備交付金で、補助

率は５０％となっております。 

 続きまして、地方債について説明いたしますの

で、別冊の予算に関する説明書の２３０ページを

お開きください。 

 農業集落排水事業の施設整備等に係る地方債の

限度額を４,８９０万円とし、起債の方法、利率、

償還の方法については、表記載のとおりとするも

のでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第４４号 平成３０年度薩摩川内市 

漁業集落排水事業特別会計予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第４４号平

成３０年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計

予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

４４号平成３０年度薩摩川内市漁業集落排水事業

特別会計予算について説明いたします。 

 予算調書の２９５ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目、事項、漁業集落排水管理費

２,７１０万４,０００円 は、平良処理区のほか

２処理区の漁業集落排水施設の維持管理に係る経

費であり、主なものは、公営企業会計化に向けた

固定資産調査・評価業務委託等のほか、平良処理

区、片野浦処理区及び手打処理区のそれぞれの処

理施設維持管理業務委託等が主なものでございま

す。 

 次に下の段の２款１項１目、事項、漁業集落排

水施設整備費１,２２０万円は、漁業集落排水施

設の長寿命化に係る経費であり、平良及び片野浦

処理施設の機能診断業務委託が主なものでござい

ます。 

 次のページをお開きください。 

 ３ 款 １ 項 １ 目 、 事 項 、 長 期 債 償 還 元 金

４,３８７万５,０００円及び下段の２目、事項、

長期債償還利子７８８万１,０００円は、施設整

備時に借り入れた長期債の償還元金及び利子であ

ります。 
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 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２９３ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主な項目について説明いたします。 

 ２ 款 １ 項 １ 目 漁 業 集 落 排 水 施 設 使 用 料

１,７１２万３,０００円は、３処理区の漁業集落

排水施設使用料が主なものでございます。 

 ４款１項１目一般会計繰入金７ ,０２８万

７,０００円は、歳出に対応して措置する一般会

計からの繰入金でございます。 

 次のページをお開きください。 

 ７款１項１目漁業集落排水事業債３４０万円は、

固定資産調査・評価業務委託に対応して措置する

ものでございます。 

 続きまして、地方債について説明いたしますの

で、別冊の予算に関する説明書の２４９ページを

お開きください。 

 漁業集落排水事業に係る地方債の限度額を

３４０万円とし、起債の方法、利率、償還の方法

については、表記載のとおりとするものでござい

ます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第４５号 平成３０年度薩摩川内市 

浄化槽事業特別会計予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第４５号平

成３０年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算を

議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

４５号平成３０年度薩摩川内市浄化槽事業特別会

計予算について説明いたします。 

 予算調書の２９８ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １ 款 １ 項 １ 目 、 事 項 、 浄 化 槽 管 理 費

１,２７２万円は、上甑地区の市町村設置型戸別

合併処理浄化槽の維持管理に係る経費であり、主

なものは、浄化槽法に基づく法定検査手数料及び

浄化槽維持管理業務委託のほか、固定資産調査・

評価業務委託が主なものでございます。 

 次に、下の段の３款１項１目、事項、長期債償

還元金３６９万５,０００円及び、次のページの

２目、事項、長期債償還利子５７万５,０００円

は、施設整備時に借り入れた長期債の償還元金及

び利子であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２９７ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主な項目について説明いたします。 

 ２款１項１目浄化槽排水施設使用料６６６万

６,０００円は、市町村設置型戸別合併処理浄化

槽の排水施設使用料でございます。 

 ４款１項１目一般会計繰入金１ ,０２８万

８,０００円は、歳出に対応して措置する一般会

計からの繰入金であります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市 

一般会計予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第３９号平成３０年度薩摩川

内市一般会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

３９号平成３０年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち、下水道課分について説明いたします。 

 予算調書の２６９ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 ４款２項４目、事項、下水処理施設管理費

３,０３３万５,０００円は、永利処理区及び鹿島

処理区の地域下水道処理施設の維持管理等及び施

設の長寿命化に係る経費であり、主なものは、永

利処理区のお客さまセンターによる窓口等業務に

係る地域下水道事業窓口等関連業務委託及び固定

資産調査・評価業務委託のほか、永利処理区及び

鹿島処理区の処理施設維持管理業務委託等が主な

ものでございます。 

 次に下の段の４款２項４目、事項、小型合併処

理浄化槽整備補助事業費１億 ６ ,８０１万

６,０００円 は、小型合併処理浄化槽の設置整備

補助に係る経費であり、主なものは、お客さまセ

ンターによる窓口等業務に係る小型合併処理浄化

槽設置整備事業窓口等関連業務委託のほか、小型

合併処理浄化槽設置整備事業補助金が主なもので

ございます。 

 次のページをお開きください。 

 ４款２項４目、事項、浄化槽費１,０２８万

８,０００円は、浄化槽事業特別会計への繰出金

であります。 

 次に、下の段の６款３項４目、事項、農業集落

排水費１億１,３７７万９,０００円は、農業集落

排水事業特別会計への繰出金であります。 

 次に、２７１ページをごらんください。 

 ６ 款 ５ 項 ５ 目 、 事 項 、 漁 業 集 落 排 水 費

７,０２８万７,０００円は、漁業集落排水事業特

別会計への繰出金であります。 

 次に、下の段の８款５項４目、事項、下水道管

理費８,３５６万４,０００円は、下水道行政の一

般管理に係る経費であり、主なものは、一般職

９人分の職員給与費等、日本下水道事業団への研

修参加負担金のほか、単独浄化槽などからの下水

道への接続工事に対する公共下水道等接続補助金

が主なものでございます。 

 次のページをお開きください。 

 ８款５項４目、事項、都市下水路管理費

１００万５,０００円は、川内地域の都市下水路

の維持管理に係る経費であり、都市下水路の鉄ぶ

た改築工事等が主なものでございます。 

 次に、下の段の８款５項４目、事項、ポンプ場

管理費３,０８９万３,０００円は、川内地域の雨

水ポンプ場の維持管理に係る経費であり、主なも

のは、中郷ポンプ場及び平佐ポンプ場の施設維持

管理業務委託等のほか、中郷ポンプ場の耐震診断

業務委託が主なものでございます。 

 次に、２７３ページをごらんください。 

 ８款５項４目、事項、公共下水道費３億

８,７４９万２,０００円は、公共下水道事業特別

会計への繰出金であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、７９ページをお開きくださ

い。 

 歳入の主な項目について説明いたします。 

 １４款１項３目衛生使用料 ２ ,１０４万

４,０００円は、永利処理区及び鹿島処理区に係

る下水道施設使用料です。 

 １５款２項３目衛生費補助金５ ,３３８万

１,０００円は、小型合併処理浄化槽設置整備事

業に係る地方創生汚水処理施設整備推進交付金で、

補助率は３分の１であります。 

 同じく、１５款２項６目土木費補助金８８０万

円は、中郷ポンプ場耐震診断業務委託に係る、社

会資本整備総合交付金で、補助率は１０分の４で

あります。 

 １６款２項３目衛生費補助金３ ,１９７万

７,０００円は、小型合併処理浄化槽設置整備事

業に係る県の補助金で、補助率は本土地域分が国

庫補助と同じ３分の１、甑島地域分は４分の１に、

それぞれ財政力指数を乗じた割合となっておりま

す。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が
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ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３９号にかかわる審査を一時中

止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）薩摩川内市公共下

水道川内処理区の整備方針について説明いたしま

すので、水道局建設水道委員会資料の３ページを

お開きください。 

 初めに、経緯でありますが、鹿児島県は、平成

２０年度に策定いたしました鹿児島県生活排水処

理施設整備構想の見直しを進めており、県下全市

町村に、今後１０年間で整備可能な下水道の計画

区域を求めていることから、本市の下水道整備方

針を定め、７月までに県に提出する必要がありま

す。 

 次に、２の整備方針でありますが、本市の公共

下水道川内処理区の全体面積は合計７２３ヘク

タールであり、うち、向田の市街部、平佐町及び

宮里町の一部など２５９ヘクタールが整備済みで、

現在は平佐第二地区３６ヘクタールを整備中であ

ります。 

 残る未整備区域は４２８ヘクタールとなります

が、今後１０年間で、全てを整備することは困難

であることから、重点的に整備を進めていく範囲

として、次の表のとおり、平佐第二地区以外に約

１８５ヘクタールを定め、川内処理区の整備方針

としたいものであります。 

 それでは、今後１０年間で重点的に整備する範

囲について説明いたしますので、次のページをご

らんください。 

 赤く表示している部分が、現在、整備中である

平佐第二地区の３６ヘクタールであり、黄色の着

色区域が、優先度の高い約１８５ヘクタールであ

ります。青の区域は、残り２４３ヘクタールの計

画区域です。 

 今後１０年間で重点的に整備をする範囲の選定

につきましては、右側上に表示しているとおり、

過去１０年間の人口の増減率や合併処理浄化槽の

普及率など８項目について区域ごとに評価し、点

数化して優先度を判定したもので、宮里浄化セン

ターの維持管理や処理能力などを考慮し、今後

１０年間で重点的に整備する範囲としたものでご

ざいます。 

 黄色の部分、約１８５ヘクタールの下水道施設

整備の概算事業費は約３０億円と試算しており、

現在整備中である平佐第二地区と宮里浄化セン

ターの増設に伴う事業費は約２２億円で、うち、

宮里浄化センターのポンプ棟及び水処理施設増設

に約１４億円、平佐第二地区の整備に約８億円で、

国の補助金等を活用し整備を進めているところで

ございます。 

 ５ページの表は、それぞれの優先度判定の結果

でございます。 

 ６ページには、８項目の評価について補足説明

を添付しておりますので、お目通しください。 

 次に、スケジュールについて説明いたしますの

で、前に戻っていただき３ページをお開きくださ

い。中ほど、スケジュールです。 

 去る２月２８日に上下水道事業運営審議会で整

備の方針について説明し、継続審議となりました。 

 この後５月に、住民説明会を実施し、６月には、

再度、上下水道事業運営審議会を開催し、住民説

明会で出された意見等を踏まえて、再度審議して

いただき、６月の市議会で結果を報告し、７月に

は、本市の下水道整備方針として県に提出するこ

ととしております。 

 その後、１１月ごろに、県が鹿児島県生活排水

処理施設整備構想（案）に係るパブリックコメン

トを実施し、平成３１年３月には、鹿児島県生活

排水処理施設整備構想として決定し、公表される

予定となっております。 

 次に、４の今後の課題といたしまして、１点目

が、現在、平成３２年４月からの下水道事業の公

営企業会計化への移行に向けて取り組み中であり

ますが、移行にあわせて経営戦略の見直しを行う

こととしており、それを踏まえた上で、下水道整

備方針を改めて再検討を行う必要があること。 

 ２点目が、約１８５ヘクタールの区域の整備順

序につきましては、優先度を加味しながら、住民

の意見、要望等を踏まえて判断していく必要がご

ざいます。 
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 以上で、公共下水道川内処理区の整備方針につ

いて説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて、これより所管事務

全般について質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（成川幸太郎）今、今後の整備方針に

ついて説明いただいて、平佐第二地区も入ってい

るんですが、実際には整備中ということなんで、

予算のほうでことし設計業務委託が１,５００万

円、汚水管路設備工事等が１億６,６００万円か、

入っている。この工事はもう具体的に今年度から

始まっていくという考え方でいいんですか。 

○下水道課長（徳重勝美）地区内の工事につ

きましては、今入札を準備中でございまして、そ

の入札後、工事が進んでいくという形になります。 

○委員（成川幸太郎）工事自体、いつごろか

ら始まる可能性があるの。 

○下水道課長（徳重勝美）４月以降になるん

じゃないかなというふうに考えているところでご

ざいます。 

○委員（川添公貴）水道局全般というか、特別

会計全般について、ちょっとお伺いしてみたいと

思うんですが。長期起債償還元金が今回多く、ど

の会計においても計上されておるんですが、この

元金償還に関して繰上償還なのか、それとも期限

の到来なのかということが１点。 

 それから、利子について相当額の金額が計上さ

れているんですが、この３％以内となっているん

ですが、実質今何％ぐらいで利子を借りていらっ

しゃるのかという、まずは、そこをお聞きしたい

と思います。 

○水道局長（新屋義文）まず、長期債の償還、

利子の償還につきましては、期限の到来したもの

についての償還になります。 

 また、利子についてでございますが、古い分に

ついては、水道事業もですけれども、３％を若干

超えている部分もありますけれども、現在では

３％未満の利子で借り受けております。 

○委員（川添公貴）現在、長期プライムレート

が若干ちょっと上がってはきているんですけど、

企業債については長期プライムレートにほとんど

連動すると思うんですけど、０.何％で借りてい

るのか。それとも１.何％で借りているのか。そ

こは把握していらっしゃるのかなと思って。 

 それで、何で繰上償還を聞いたかというと、金

利の安いときには抱いていたほうがいいんですよ

ね。高いときは早期償還が望ましいんで、期限の

到来ということなんで、そこ辺を踏まえて繰上償

還等も考慮した内容に今後考えていかれるのかど

うか。水道局のほうで、もしあれやったら、財務

課のほうでも結構ですし、答弁いただければと思

います。 

○水道管理課長（草留隆志）繰上償還につき

ましては、平成１９年度から平成２３年度のころ

に繰上償還の制度があったんですけれども、その

後については、繰上償還の制度がない状況でござ

います。勝手に市のほうで繰り上げの償還をしま

すということで、起債のほうを返せないもんです

から、国とか県のほうから、そういう繰上償還の

制度があったときに初めて３％以上、４％以上の

起債については償還が認められるということです

ので、現在のところは繰上償還で起債の元金、利

子を返すということは想定していないところでご

ざいます。 

○委員（川添公貴）平成１８年度と平成二十何

年。当時、金利がちょっと動いたときに繰上償還

をしたほうが財政的にもいいということでもあっ

たんで、ちょっとそれが記憶にあったんですけど。

国の制度はわかるんですよ。もう借りたら償還し

て返せないという制度なのはわかっているんです

けど、一時そういう特例があったんで、そこの適

用の範囲内なのかなということで質問させてもら

いました。 

 次回以降、今、金利が低いんで、多分その償還

とかということについてはないとは思うんですが、

若干これからの国債の変動とかを鑑みると、やは

りその繰上償還等の国の規制緩和があったときは、

早目早目に手を打つべきなのかなと思います。 

 というのは、償還するのが全部一般財源からの

繰り入れですよね。だから、自己財源で償還して

くる分については、何ら構わないんだけど、全会

計、一般会計からの繰り入れなんで、一般会計に

対する負担が大きいということになりますよね、

裏を返すと。 

 だから、そこ辺を考えると、将来的には、やは

りその辺の精査もしていく必要があるのかなと思

いますので、今後できれば、いろんなそういう方

策を考えていただきたいと思うところでもありま
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す。何か反論がありましたらどうぞ。 

○水道局長（新屋義文）繰上償還については、

早目に、高い部分については早く返せば少なくな

っていくというのは理解しているんですけれども、

繰上償還については国の制度で、言えば、それを

するためには、また、余計な支出も伴うというの

もございますので、おっしゃるとおり、そういう

国、県の制度等がされましたら、また、水道局の

ほうでも、特に、水道事業については、繰上償還

はしていくべきだと思いますし、ほかの特別会計

につきましては、やはり一般会計とあわせた形の

取り扱いということになっていくと思いますので、

今後の動向を注視していきたいと思います。 

○委員（川添公貴）今、御説明いただいたよう

に、いろんな形で企業会計にかかわってくるんで。

だから、軽いという言い方をするんですけど、借

金がない、軽い状態でしていくためには、今、お

っしゃったようにやっていただきたいと思います。 

 それから、全体的に地方債を起債されているん

ですが、辺地、過疎の割合はどれぐらいになって

いるんですかね。全体を含めてでいいです。 

○水道局長（新屋義文）辺地と過疎について

は半々ずつ、起債額のおよそ半分ずつを。 

○委員（川添公貴）全体が幾らであって、起債

があって、そのうちの何％が辺地、何％が過疎、

何％が普通という形でわかれば教えていただきた

い。 

○水道局長（新屋義文）今、手元にございま

せんので、また資料を整えさせていただき、御説

明したいと思いますが、一般のやつと、それでな

い辺地、過疎という部分が地域によってあります

ので、甑島で行う分と、あとそれ以外の部分でち

ょっと整理をしないといけませんので、調査をさ

せていただきたいと思います。よろしいでしょう

か。 

○委員長（福元光一）いいですか。 

○委員（川添公貴）それでいいと思いますけど、

でも、本日は予算審査ですよね。予算審査をして

いるんで、ここの所管事務であえて聞いたのは、

全体に及んだので聞いた。何でかというと、辺地、

過疎、これは自己負担の利率が全然いいんですよ

ね。だから、結論としては、まずは、辺地を使っ

ていって、それから、過疎を使っていってという

ぐあいに起債するんであればやっていくべきだろ

うと思うんで、その割当等を聞いたところでした。

後日で結構ですので、教えていただければと思い

ます。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、下水道課を終わります。 

────────────── 

△建設政策課の審査 

○委員長（福元光一）それでは、建設政策課

の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市 

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）まず、審査を一時中止

してありました議案第５７号平成２９年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設政策課長（須田徳二）それでは、議案

第５７号平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予

算のうち、建設政策課分について御説明いたしま

す。 

 各会計予算書予算に関する説明書(第７回補正)

の１７ページをお願いいたします。 

 ２款１項１３目地籍調査費において２２万

４,０００円を増額し、補正後の額を６,８６７万

６,０００円とするものであります。 

 補正の内容でありますが、今回の補正は人事院

勧告に伴うもので、説明欄記載のとおり、事項、

地籍調査事務費及び事項、用地管理事務費におい

て、職員手当等を増額するものであります。 

 次に、３６ページをお開きください。 

 ８款１項１目土木総務費において１３９万

１ ,０００円を増額し、補正後の額を２億

２,９９９万円とするものであります。 

 補正の内容でありますが、地籍調査費と同様に、

人事院勧告に伴い、説明欄記載のとおり、事項土

木総務費において、職員手当等を増額するもので

あります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第５７号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市 

一般会計予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第３９号平

成３０年度薩摩川内市一般会計予算を議題としま

す。 

 部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）これより建設部６課

１室の審査をどうかよろしくお願いを申し上げま

す。 

 平成３０年度建設部全体で５５億円弱の予算の

編成をさせていただいております。建設政策課に

おきましては３億１,０００万円ほどでございま

すが、川内川改修促進の事業に伴うもの、あるい

は南九州西回り自動車道といった国の事業に伴い

ますそれぞれの期成会などへの負担金であったり、

要望活動の予算等を計上させております。 

 また、藺牟田瀬戸架橋や市内県道の整備に伴い

ます負担金なども予算措置をさせていただいてい

るところでございます。 

 また、用地関係につきましても、未登記処理の

ために用地グループも建設政策課内にありまして、

随時事業を進めているところでございます。 

 詳細につきましては、課長のほうからございま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）次に、当局に補足説明

を求めます。 

○建設政策課長（須田徳二）それでは、議案

第３９号平成３０年度薩摩川内市一般会計予算の

うち建設政策課分について、御説明いたします。 

 建設政策課の平成３０年度の予算につきまして

は、用地関係予算において、地籍調査関係の事務

経費と所有権移転登記並びに過去の未登記の解消

等に関する経費を、また土木行政関係予算におい

て、職員給や国・県事業に関します期成会等への

負担金など、各種要望活動並びに関係機関・団体

等との協議調整に関する経費を計上しております。 

 まず、歳出から御説明いたしますので、別冊と

なっております予算調書の２００ページをお願い

いたします。 

 上段の２款１項１３目地籍調査費の事項地籍調

査事務費１,６１０万６,０００円は、地籍調査業

務に係る職員給与費などの一般管理経費及び地籍

図の修正等に係る経費であります。 

 経費の内容でありますが、右の欄記載のとおり、

一般職１名分の人件費並びに地籍図の修正業務委

託等が主なものであります。 

 次に、下段の事項用地管理事務費６,１４７万

８,０００円は、用地買収に伴う所有権移転登記

並びに過去の未登記関係の解消業務に係る経費で

あります。 

 経費の内容でありますが、右の欄記載のとおり、

登記事務を行う嘱託員１４名の報酬と一般職３名

分の人件費並びに公共嘱託登記等業務委託費が主

なものであります。 

 次に、２０１ページをお開きください。 

 上段の８款１項１目土木総務費の事項土木総務

費２億２,８１３万２,０００円は、土木行政に係

る職員給与費などの一般管理経費並びに国・県道

の整備促進等に係る経費であります。 

 経費の内容でありますが、右の欄記載のとおり、

一般職２８名分の人件費並びに関係団体でありま

す九州国道協会等の各種協会、協議会、期成会な

どへの負担金等９件が主なものになります。 

 次に、下段の８款３項１目河川総務費の事項河

川管理費１９５万９,０００円は、川内川改修事

業建設促進に関する関係機関との協議調整や要望

活動等に係る経費であります。 

 経費の内容でありますが、右の欄記載のとおり、

川内川下流改修促進期成会への分担金及び川内市

街部改修促進期成会への補助金等が主なものであ

ります。 

 続きまして、２０２ページをお願いいたします。 

 上段の８款４項１目港湾総務費の事項港湾総務

費５１万１,０００円は、港湾整備促進に関する

関係機関との協議調整や要望活動に関する経費で

あります。 

 経費の内容でありますが、右の欄記載のとおり、

日本港湾協会並びに鹿児島県港湾協会など、関係

団体への負担金４件等が主なものであります。 

 続きまして、下段の８款５項１目都市計画総務

費の事項南九州西回り自動車道建設促進事業費

２６０万円は、南九州西回り自動車道建設促進に

関する関係機関との協議調整や事業推進に係る経
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費であります。 

 経費の内容でありますが、右の欄記載のとおり、

阿久根川内道路の事業進捗を図るための用地調査

業務嘱託員１名の報酬と南九州西回り自動車道建

設促進期成会、鹿児島県高規格幹線道路建設促進

協議会及び南九州西回り自動車道阿久根川内道路

建設促進協力会への負担金等が主なものでありま

す。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、前

に戻っていただき、５５ページをお開きください。 

 １４款２項１目手数料の７８万円は、地籍調査

の成果であります一筆座標・多角点座標等の地籍

成果品交付手数料になります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３９号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から説明がありますか。 

○建設政策課長（須田徳二）今回はございま

せん。 

○委員長（福元光一）所管事務全般について

質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設政策課を終わります。 

────────────── 

△建設整備課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建設整備課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第３５号 薩摩川内市都市公園条例 

の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（福元光一）それでは、議案第

３５号薩摩川内市都市公園条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設整備課長（吉川正紀）議案第３５号薩

摩川内市都市公園条例の一部を改正する条例の制

定について説明いたします。 

 議案つづり（その２）の３５─１ページをお開

きください。 

 提案理由は、建設部長が本会議で説明いたしま

したので、省略いたします。 

 次のページをお開きください。 

 あわせて、議会資料の１ページをお開き御参照

ください。 

 議会資料の２改正の内容（２）運動施設率を新

たに条例化を御参照ください。 

 これまで、運動施設率は一律で１００分の

５０を超えてはならないとされてきました。既設

の運動施設のバリアフリー化や国際基準に対応す

るための改修により運動施設の敷地面積が増加す

る場合など、社会状況等の変化に対応した改修が

困難となる事例が生じていた。このため、今回の

施行令改正により従来からの基準を十分に参酌し

た上で、地域の実情に応じてみずから条例で定め

ることができることから、運動施設を有する主な

都市公園の施設状況を考慮し、条例で定める割合

は１００分の６０とするものです。 

 下段の参考を御参照ください。 

 主な都市公園の運動施設率を記載しております。

ちなみに、御陵下公園が一番大きくて５８％でし

た。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（大田黒 博）単純にこの条例があれ

したときに御陵下公園の５８％というのが、どん

なあれが出てきますか、何かわかりやすいあれが

あれば教えていただけませんか。あそこは公園内

でいろいろ起伏に富んでいます。そういうのがこ

んなふうになるとか、そういうのがいろいろあり

ますか。 

○建設整備課長（吉川正紀）この敷地の面積

というのが、野球場の面積、スタンドも入れた面

積、それとあそこについてはテニスコートもあり

ます。それと、運動会館もありまして、ちょっと

あそこの関係で、そういう施設を入れた場合、一

応５８％あったということで、そうすると、あそ
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こについてはこれ以上施設を広げる余地等はない

と思いますので、一応そういう形の中で、今回

１００分の６０という設定をしていきたいという

ことで考えているところです。 

 今までは１００分の５０ということで規定があ

ったんですけれど、ここの御陵下公園については、

以前縮小した関係もありまして、その関係でちょ

っとこういう数値が出てきたんだと思います。 

○委員（大田黒 博）しようとすることはわ

からんでもないんですが、具体的に少しこの条例

をバリアフリー化国際基準に対応するというよう

な形でのもので、皆さんにわかりやすく、市民に

言うためには、どういうふうに言えばいいのかな

と。スタンドまでに何か車椅子等がスムーズに入

れる、そういうものを少し緩和するためにこうい

う条例をするのかなというふうに感じるんですけ

ど。 

○建設整備課長（吉川正紀）今、大田黒委員

のほうから言われました、そこが一番肝要なとこ

ろだと思います。一応そういうのも勘案しながら、

今までバリアフリー化をしたりとか、そういう関

係で、敷地、建物の面積がふえたりとかしていま

すので、そういうところも十分勘案しながらしな

さいよという条例だと思います。 

○委員（成川幸太郎）今のなんですけど、今

度１００分の６０にされるということですけど、

今まで１００分の５０だったわけです。というこ

とは、御陵下公園と樋脇公園は条例を超えてやっ

ているので、これに対する今まで国からの指導と

か何とかってあったんですか。 

○建設整備課長（吉川正紀）国からの指導の

ほうはなかったです。一応市のほうで、こういう

５０％という中で、薩摩川内市総合運動公園なん

かも整備してきているんですけれど、そういう補

助金をもらってする場合は、こういうところで確

実にひっかかると思います。 

 でも、町村の単費とか、そういうのを使って、

ちょっと運動施設をつくるというものについては

逃れてきたところがあると思います。 

○建設部長（泊 正人）都市緑地法の法改正

が今回あって見直しをしたために、こういう

５８％とか５２％というのがわかったので、今回

その中に入れるように６０％まで上げておさめま

すよということでございます。 

○委員（成川幸太郎）今までは５０％以内と

いうことでされてきていたということですか。 

○建設整備課長（吉川正紀）はい、そうです。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市 

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第５７号平成２９年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設整備課長（吉川正紀）議案第５７号平

成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算の建設整

備課分について歳出を説明いたしますので、予算

に関する説明書の３７ページをお開きください。 

 ８款２項３目一般道路整備事業費の補正額

４５万５,０００円は、人件費に係る経費です。

これは、人事院勧告に伴う給与費の増額補正が主

なものです。 

 次に、３８ページをお開きください。 

 ８款４項１目港湾県営事業負担金の補正額

３,３６０万円は、国の補正予算に伴う補助内示

により、県港湾整備計画に基づき、県が管理する

川内港の改修に係る負担金を増額するものです。 

 次に、３９ページをお開きください。 

 下段の８款５項５目公園管理事業費の補正額

２５万４,０００円は、人件費に係る経費です。

これは、人事院勧告に伴う給与費の増額補正が主

なものです。 

 以上で、説明を終わります。 
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○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第５７号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市 

一般会計予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第３９号平成３０年度薩摩川

内市一般会計予算を議題とします。 

 部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）建設整備課につきま

しては、本年度１６億８,０００万円の予算を計

上させていただきました。前年度が１７億円ちょ

うどぐらいでございますので、ほぼ同じような予

算となっております。 

 建設整備課では、公園の整備、それと一般道路

の整備、また県道の整備事業に伴います負担金、

港湾整備事業に伴います負担金等を予算措置させ

ていただいておりまして、本年度は川内川改修に

伴います大小路地区のかわまちづくりなども本格

的にトイレの整備などが進んでまいります。 

 また、川内高城温泉場まち並みづくり事業とい

うことで、平成２９年度から測量設計をしており

ましたが、平成３０年度では用地交渉等が入って

まいります。 

 道路整備につきましては、これまで要望のあり

ました路線を継続しながら進めていくこととして

おります。 

 詳細については、課長のほうから説明がありま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）次に、当局に補足説明

を求めます。 

○建設整備課長（吉川正紀）議案第３９号平

成３０年度薩摩川内市一般会計予算の建設整備課

分について説明いたします。 

 まず、歳出から説明いたしますので、予算調書

の２０３ページをお開きください。 

 ８款２項３目一般道路整備事業費の事業費６億

６８５万７,０００円は、道路新設改良事業費及

び県営道路整備事業負担金に係る経費です。 

 経費の主なものは、職員１０人分の人件費のほ

か、各地域より要望のあった市道等の新設改良に

伴う経費及び県が施行する東郷西方港線ほか県道

整備に係る負担金です。その他、エコパークかご

しまに関連する周辺地域振興事業費も含まれてお

ります。 

 次に、下段の同目中甑江石線整備事業費の事業

費２,００６万８,０００円は、上甑地域の市道中

甑江石線の拡幅整備に係る工事請負費が主な経費

です。 

 次に、２０４ページをお開きください。 

 同目鳥ノ巣線整備事業費の事業費６,００６万

８,０００円は、鹿島地域の市道鳥ノ巣線の拡幅

整備に係る工事請負費のほか、関連する補償費が

主な経費です。 

 次に、下段の８款４項１目港湾県営事業負担金

の事業費４,０００万円は、県港湾整備計画に基

づき、県が管理する川内港、里港、長浜港の改修

等に係る負担金です。 

 次に、２０５ページをお開きください。 

 ８款５項２目駅前白和線整備事業費の事業費

８,０００万円は、駅前白和線の拡幅整備に係る

経費です。 

 経費の主なものは、工事請負費や関連する支障

物件移設補償などが主な経費です。 

 なお、駅前白和線の工事については、平成

３０年度で完了予定です。 

 次に、下段の８款５項５目公園管理事業費の事

業費７億７,６５８万２,０００円は、市内全域の

公園緑地などの維持管理、施設整備工事及び公園

施設長寿命化事業に係る経費です。 

 経費の主なものは、職員５人分の人件費のほか、

総合運動公園等、市内の都市公園及び普通公園な

ど１７８カ所分の指定管理料ほか、隈之城川公園

駐車場の管理、街路樹等の管理に伴う委託料です。

また、東郷平和公園・御陵下公園野球場・向田地

区及び大小路地区かわまちづくり事業に伴う施設

整備や公園施設長寿命化事業など施設整備の工事

請負費などが主な経費です。 

 次に、２０６ページをお開きください。 

 同 目 丸 山 自 然 公 園 整 備 事 業 費 の 事 業 費

９,５００万円は、同公園の整備に係る経費です。

平成３２年度の国民体育大会で実施する競技種目

ホッケーの施設整備で、クレーコートを人工芝に
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改修する工事請負費です。 

 なお、平成２９年度において、クレーコートの

約半分を人工芝に整備いたしましたので、残りの

部分の整備になります。 

 次に、下段の１１款４項１目現年公用・公共施

設災害復旧事業費の事業費１７０万円は、台風や

大雨による災害発生時に公園の施設破損や街路樹

の倒木処理等に対応するための経費です。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただきまして、５６ページをお開き

ください。 

 主な歳入について説明いたします。 

 上段の１４款１項６目使用料の土木使用料で、

予算額１,４００万３,０００円で、都市計画使用

料の主なものは、７段目の公園使用料（本庁分）

１５０万円で、丸山自然公園ほか有料公園施設の

使用料です。また、隈之城川公園駐車場使用料

１,１０４万円は、月決め２０５台分と時間貸し

８２台分の駐車料金です。 

 １５款２項６目国庫補助金の土木費補助金で、

予算額１億９,３９２万円で、道路橋梁費補助金

は１億１,１００万円で、一般道路整備事業費及

び中甑江石線ほか１路線の整備に伴う補助金です。

都市計画事業費補助金は２,２９２万円で、駅前

白和線の整備に伴う補助金です。公園緑地事業費

補助金は６,０００万円で、公園施設長寿命化事

業及び丸山自然公園の整備に伴う補助金です。 

 １７款１項１目財産運用収入の財産貸付収入で、

予算額１４５万円は、公園などに設置してある自

動販売機の貸地料です。 

 １７款２項２目財産売払収入の物品売払収入で、

予算額２４０万円は、矢立農村公園のニジマス販

売に伴う売払収入です。 

 ２１款４項２目受託事業収入の土木費受託事業

収入で、予算額４,５００万円は、エコパークか

ごしま建設に関連した周辺地域振興事業に伴う県

からの受託事業収入です。 

 ５７ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入の雑入で、予算額４４４万

４,０００円で、主なものは、２段目の電気・水

道料実費収入金（寺山いこいの広場分）１００万

円で、施設内に設置してある自動販売機などの電

気料及びレストハウスなどの水道料です。 

 また、５段目の川内駅西口駅前広場管理受託収

入は２４０万円で、駅前広場の管理をＪＲ九州と

の協定に基づき行っており、これに伴う管理受託

収入です。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（大田黒 博）この２０５ページの公

園施設長寿命化だったか、御陵下公園の整備にお

いて１点だけちょっと気になるところが、石のブ

ロックがありますよね。あの石をどうしますか、

少しある程度壊されてラバーがかかりますか、わ

かる範囲で少し教えて。 

○建設整備課長（吉川正紀）今の既存の擁壁

は残します。それに７センチ程度(後刻訂正発言

あり、２５ページ参照)のクッションマットを張

りつけるような格好になります。その石に張りつ

ける形、１メートルぐらいのコンクリートがあり

ますよね。あれに内側に張っていくような格好に

なります。 

○委員（大田黒 博）要は、あの石を残した場

合に、結局両サイドというか、裏が狭くなる感覚

を持ちますよ。少し、ずっと。 

 だから、少しはしょって、骨格だけ残してラ

バーを張れるかなと僕は思ったんですけど、そう

しないと、今までのコンクリートを残すとなると、

大変だろうなと思うし、通路も狭くなるし、グラ

ウンドも狭くなるんじゃないかと。違いますか。 

○建設整備課長（吉川正紀）厚さとしては

７センチだから、そんなに狭くなるというのはな

いと思います。 

○委員（大田黒 博）ほかの整備方法はなか

ったのかなと思って、あれを残すとなると、その

基礎がどうなっているのかも、何十年という前で

しょうから、あの基礎が頑丈なんでしょうけども、

その石を残した形でされるのか、そうじゃないだ

ろうなと思っていましたから、少し石をかわされ

て、頑丈なところを補修されて、中を見て、それ

にラバーを張るのかなという感覚でしたので、少

し感覚が違うのかなと思って、少し図面で説明が

できるのであれば、また確認したいです。 

○建設整備課長（吉川正紀）済みません。後

で、図面のほうで説明をさせてください。 

［発言する者あり］ 
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○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

○委員（川添公貴）８款２項３目の県道整備事

業負担金というのが１,０００万円計上してある

んですが、全部とは言いませんけど、大体どのよ

うな事業に負担されているのかというのを、主な

やつで結構です、教えて。例えば、橋の部分とか、

いろいろあると思うので、主なものを教えていた

だきたいと思います。 

○建設整備課長（吉川正紀）東郷西方港線に

つきましては、トンネルが貫通しましたので、今

後、内部の舗装工事とか側溝とか照明、そういう

ものが東郷西方港線については出てきます。あと

川内串木野線、今、高江のほうをやっています。

あれについては、今の道路改良工事についての関

係になります。あと川内郡山線の一部道路改良、

それと用地買収の関係も出てきているのかなとか

思っているところです。そういうものが主なもの

です。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、議案第３９号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から説明がありますか。 

○建設整備課長（吉川正紀）所管事務調査報

告はありません。 

○委員長（福元光一）これより所管事務全般

について質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設整備課を終わります。 

 ここで休憩します。再開はおおむね１３時とい

たします。よろしくお願いします。 

         ～～～～～～～～～ 

         午後０時 ２分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午後０時５９分開議 

         ～～～～～～～～～ 

○委員長（福元光一）それでは、休憩前に引

き続き委員会を開会いたします。 

 午前中の建設整備課の説明の中で御陵下公園に

ついての答弁をもう一回やり直すということであ

りますので、よろしくお願いいたします。 

○建設整備課長（吉川正紀）午前中の御陵下

公園の野球場の改修工事の話の中で、クッション

マットを擁壁に設置するように考えているんです

けど、その中で厚さを「７センチ」と言いました

が「４センチ」の誤りです (２４ページの発言を

訂正) 。まことに済みませんでした。 

 それとあと、もう一つ、擁壁は大丈夫かという

話もありました。それについては、設計をする段

階、また、ことし工事の段階で一部擁壁を切断と

かしておりまして、まだこの擁壁については大丈

夫だということが出ましたので、一応、この擁壁

を利用した形で全面にクッションマットを張ろう

ということで考えております。 

 また、下地については、高圧洗浄、また、凹凸

があるところは下地の不陸を調整しながら、万全

に設置していきたいと思っております。 

○委員長（福元光一）今の答弁について委員

の方から御質疑はありませんか。 

○委員（成川幸太郎）先ほどの「７センチ」

から「４センチ」と、その４センチの裏がコンク

リートだっていっても、もし当たった場合の安全

性というのは、その４センチで十分カバーできる

んですか。 

○建設整備課長（吉川正紀）他の球場で阿久

根等にも野球場が大きなのがあるんですが、そこ

も４センチでラバー等を設置しているということ

ですので、これで十分安全性がとれると思ってい

ます。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。終わります。 

 建設維持課の審査に入ります前に委員の方々に

申し上げます。けさ、始まる前におおむね建設維

持課まで本日はやるということだったんですけど、

スムーズに委員会が進んでまいりましたので、少

し延長してほかの課まで行きたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

────────────── 

△建設維持課の審査 
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○委員長（福元光一）それでは、建設維持課

の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市 

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）審査を一時中止してあ

りました議案第５７号平成２９年度薩摩川内市一

般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設維持課長（内田俊彦）それでは、議案

第５７号平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予

算の建設維持課分について御説明申し上げます。 

 予算に関する説明書（第７回補正）の３７ペー

ジをお開きください。 

 ８款２項１目道路橋梁総務費です。補正額

６７万５,０００円です。これは、右側説明欄の

記載のとおり、職員の給与等の調整による増額で、

人事院勧告を受けての法律改正に伴うものでござ

います。 

 次は４９ページをお開きください。 

 １１款２項１目現年公共土木災害復旧費になり

ます。補正額は１６万１,０００円です。内容は、

これも先ほどと同じく人事院勧告を受けての法律

改正に伴う給与等の調整による増額でございます。 

 以上で、建設維持課に係ります平成２９年度一

般会計補正予算の説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第５７号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市 

一般会計予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第３９号平成３０年度薩摩川

内市一般会計予算を議題とします。 

 部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、建設維持

課について概要を説明いたします。 

 建 設 維 持 課 、 平 成 ３ ０ 年 度 が １ ８ 億

８ , ０ ０ ０ 万 円 、 平 成 ２ ９ 年 度 が １ ７ 億

７,０００万円でありまして、１億円ほど増額と

なっているところでございます。これまで市道の

管理、あるいは市管理河川の管理事業を行ってお

りますが、ここ数年、内水対策、浸水対策の事業、

あるいは橋梁の長寿命化計画に伴います橋梁維持

補修事業等に大きな予算が必要になってきており

まして、それらを含め、交通安全施設単独事業と

いうことで、カーブミラーやガードレールの設置

なども、住民の皆様方の要望に従いまして、鋭意

事業を進めているところでございます。 

 詳細については課長のほうから説明がございま

すので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（福元光一）次に、当局に補足説明

を求めます。 

○建設維持課長（内田俊彦）それでは、議案

第３９号平成３０年度薩摩川内市一般会計予算の

建設維持課分について御説明申し上げます。 

 まず、歳出から御説明いたしますので、予算調

書の２０７ページをお開きください。 

 ８ 款 ２ 項 １ 目 道 路 橋 梁 総 務 費 の １ 億

２,１９２万８,０００円です。これは、道路橋梁

に係る経費で、経費の主な内容は、一般職員の給

与及び道路調査設計等業務嘱託員の報酬並びに道

路台帳整理業務委託料等を計上しております。 

 次はその下になります。同目道路橋梁附帯設備

管理費１,５９９万５,０００円です。これは、道

路橋梁の附帯設備の管理に係る経費で、経費の主

な内容は、道路照明の取りかえなどの工事請負費

及び街路灯に係る電気料金などを計上しておりま

す。 

 次は２０８ページをお開きください。 

 ８款２項２目道路維持費の７億１,５８３万

２,０００円です。これは、市道の維持補修等に

係る経費で、経費の主な内容は、道路維持補修等

業務嘱託員の報酬、道路愛護謝金並びに道路伐採

作業業務委託料や道路維持修繕工事等の工事請負

費等を計上しております。 

 次は下の欄になります。 

 ８款２項３目交通安全施設単独事業費の

３,０００万円です。これは、カーブミラー、

ガードレール、区画線等の交通安全対策に係る工

事請負費を計上しております。 

 次は２０９ページをお開きください。 

 ８款２項４目橋梁維持費で４億円です。これは、
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橋梁の維持補修等に係る経費で、橋梁長寿命化修

繕計画に基づき、補修工事に係る工事請負費及び

橋梁定期点検業務委託料を計上しております。 

 次は下の欄になります。 

 ８款３項１目河川管理費の ３ ,８１４万

１,０００円です。これは、河川、水門などの管

理に係る経費で、経費の主な内容は、宮里ダム管

理業務嘱託員と、水門管理人などの報酬、河川愛

護謝金、河川伐採等業務委託料等を計上しており

ます。 

 次は２１０ページをお開きください。 

 ８款３項１目河川施設管理費の３,５５６万

１,０００円です。これは、河川のしゅんせつや

整備に係る経費で、主な内容は、寄り州除去に係

る経費並びに寒水川の護岸整備に伴う工事請負費

を計上しております。 

 次は下の欄になります。 

 同目排水機場管理費８９７万６,０００円です。

これは、排水機場の管理に係る経費で、経費の主

な内容は、国土交通省所管の排水機場８カ所の管

理人及び補助員の報酬費を計上しております。 

 次は２１１ページをお開きください。 

 ８款３項１目急傾斜地崩壊対策事業費の

４,５００万円です。これは、急傾斜地崩壊対策

事業に係る経費で、喜入２地区ほか３地区の工事

請負費及び県営事業の負担金を計上しております。 

 次は下の欄になります。 

 ８款３項２目河川改修事業費の１８０万円です。

これは、県が事業主体であります県単砂防事業の

負担金を計上しております。 

 次は２１２ページをお開きください。 

 ８款４項１目港湾総務費４３４万５,０００円

です。これは、上甑町の江石港と桑之浦港２カ所

の港湾の管理に係る経費で、両港の長寿命化修繕

計画の策定に係る委託料を計上しております。 

 次は下の欄になります。 

 同目港湾排水機場管理費２０１万５,０００円

です。これは、里町の荒切川排水機場の管理に係

る経費で、排水機場管理人及び補助員の報酬等を

計上しております。 

 次は２１３ページをお開きください。 

 ９款１項５目水防費６６万１,０００円です。

これは、水防倉庫の備蓄資材の購入及び水防倉庫

の修繕費等を計上しております。 

 次はその下になります。 

 ９款１項６目災害予防応急対策費の１億

５,２１４万１,０００円です。これは、災害発生

時の応急対策及び内水対策中・長期ビジョンに基

づく排水施設等の整備並びに特別災害復旧事業に

係る経費で、主な内容は、銀杏木川現況流域調査

の委託料、崩土等除去作業の機械借り上げ並びに

排水対策事業の工事請負費を計上しております。 

 次は２１４ページをお開きください。 

 １１款２項１目現年公共土木災害復旧事業費

２億７,４８９万２,０００円です。これは、現年

公共土木施設災害の復旧に係る経費で、一般職の

給与及び復旧に係る工事費を見込み計上しており

ます。 

 次は下の欄になります。 

 １１款２項２目現年単独土木災害復旧事業費

３,８４８万円です。これは、単独災害事業に係

る経費で、工事請負費等を見込み計上しておりま

す。 

 以上で、歳出の説明を終わりまして、引き続き

歳入について御説明いたします。 

 予算調書の５８ページをお開きください。 

 歳入については、主な項目についてのみ説明さ

せていただきます。 

 １２款１項１目交通安全対策特別交付金

１,４００万円です。これは、道路交通法に基づ

く交通反則金について、県から交付されるもので

ございます。 

 同じく５８ページから５９ページにかけてでご

ざ い ま す が 、 １ ４ 款 １ 項 ６ 目 土 木 使 用 料

３,１６４万円です。これは、市道及び法定外公

共物である里道・水路の九電柱・ＮＴＴ柱・ガス

管等の道路占用料及び使用料と上甑の桑之浦港で

水産会社に荷揚げ場として一部占用させている港

湾施設使用料になります。 

 次は５９ページの中段になります。 

 １ ５ 款 １ 項 ４ 目 災 害 復 旧 費 負 担 金 １ 億

５,６３９万６,０００円です。これは、現年公共

土木災害復旧費の負担金で見込み計上となります。 

 次はその下の１５款２項６目土木費補助金の

２億３１４万５,０００円です。これは、橋梁維

持補修事業と港湾事業の国庫補助金になります。 

 次にその下の１５款３項３目土木費委託金

１,３５２万２,０００円です。これは、国土交通
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省所管の水門及び排水機場等の管理委託金でござ

います。 

 次はその下の１６款２項６目土木費補助金

１,９５０万円です。これは、急傾斜地崩壊対策

事業の県補助金でございます。 

 次はその下になります。 

 １ ６ 款 ３ 項 ６ 目 土 木 費 委 託 金 ４ ９ ３ 万

９,０００円です。これは、県管理の水門管理委

託金と権限移譲事務委託金及び県管理港湾であり

ます里港へ流れ込む荒切川排水機場に係る管理委

託金でございます。 

 以上で、建設維持課にかかわります平成３０年

度一般会計予算の説明を終ります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３９号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から説明がありますか。 

○建設維持課長（内田俊彦）今回は、所管事

務報告はございません。 

○委員長（福元光一）これより所管事務全般

について質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設維持課を終わります。 

────────────── 

△都市計画課の審査 

○委員長（福元光一）それでは、都市計画課

の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第３６号 川内駅西口駐車場等の指 

定管理者の指定について 

○委員長（福元光一）議案第３６号川内駅西

口駐車場等の指定管理者の指定についてを議題と

します。 

 当局に補足説明を求めます。 

○都市計画課長（伊東理博）議案第３６号川

内駅西口駐車場等の指定管理者の指定について。 

 提案趣旨につきましては、議場において説明を

終えておりますので、本日、提出しております議

会資料（建設部）の２ページをお開きください。 

 指定管理者に行わせる施設の概要ですが、施設

名は薩摩川内市営駐車場としてまとめております

が、ここに書いてありますとおり、川内駅西口駐

車場、川内駅西口第２駐車場、川内駅前大型バス

駐車場、市営第１駐輪場、市営第２駐輪場が対象

の施設となります。 

 従来は使用料金制としておりましたが、今回か

ら、管理形態が利用料金制となります。 

 ２番目の指定管理者に行わせる業務は、施設の

維持管理と施設の運営になります。 

 指定する期間については、資料には掲載してご

ざいませんが、現在、指定管理者として川内駅西

口駐車場等の管理を行っている株式会社薩摩川内

市観光物産協会の指定期間が、平成３０年３月

３１日に満了することから、今回は平成３０年

４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間

となります。 

 ６ページをお開きいただき、６ページの下段の

５番、選定経過の概要をごらんください。 

 指定管理者の選定に当たっては、昨年１０月に

指定管理者を公募により募集し、１１月１６日に

選定委員会を開催し、採点による評価を行ってご

ざいます。 

 選定委員会の委員については、地元代表者２名

と中心市街地活性化有識者１名及び市の職員３名

の計６名であります。 

 なお、採点結果につきましては７ページに示し

てございます。 

 この結果、ＪＲ九州レンタカー＆パーキング株

式会社が選定され、新たな指定管理者として今回

指定をお願いするものでございます。 

 同社の概要につきましては、済みません。

３ページに戻りまして、ここに記載してあります

とおり、本社の所在地が福岡市博多区になりまし

て、業務としては貸し自動車業、貸し自転車業、

駐車場の経営・管理・運営、ＪＲ駅構内における

旅客営業に関する業務等を行う会社になってござ

います。 

 ３ページの下段から６ページにかけまして、当

該指定管理候補者が示しました事業計画の概要を
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掲載してございます。 

 以上で、議案第３６号川内駅西口駐車場等の指

定管理者の指定について説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（川添公貴）総合点数で４１２点と

３８２点ということで３０点差かな。ここは結果

としてこうなったんだろうと思いますが、ちょっ

と気になった点は、１番と２番です。市民の安全

と平等の利用の確保を図るという部分と、施設の

効用を最大限に発揮し、利用者率の向上を図られ

るとかいうこと。ここで見ると、評価がＣ社のほ

うが上です。利用するのは市民の方々なので、総

合的には優秀だったんだろうと思うんですけど、

そこ辺がどのように判断されてこのような結果に

なったのかというのを教えてもらいたい。 

○都市計画課長（伊東理博）御指摘ありまし

たとおり、１番目の項目と２番目の項目はＣ社の

ほうが高かったということですけども、もともと

業務が指定管理者として行っているということで、

地元の方の信頼はすごく厚くということで、その

点数がここに反映されているものと思います。 

 ただし、その他の事業計画書とかの内容につい

ては、ＪＲ九州レンタカー、駐車場の管理運営業

務を今までやっているということもありまして、

今までのノウハウが事業計画にあらわれまして、

そちらのほうが点数が高くなったというふうに理

解しております。 

○委員（川添公貴）認める認めないは別にして、

採点の中で市民に直結した部分が１、２だろうと

思うんです。仮に、４番目、事業計画になってま

す。この部分がなかったとしたら、どっちが採用

されたと思います。 

○都市計画課長（伊東理博）４番目の事業の

収支計画のところです。点数だけで見ますと逆転

するのかなとは思います。 

○委員（川添公貴）契約されたところが大きな

会社で、営業実績もある等々を判断されたと思う

んですが、１項目で全てがひっくり返ってしまう

のは、やはりちょっときちっともう一回中身を精

査されたほうが、私はよかったような気もします。 

 というのは、この収支計画が例えば仮にＣ社の

方がしっかりとしてなかったんだよねというのに

捉えられかねないし、結果的にここが９２点と

４０点です。おおむね５０点差があるんで、そこ

の部分をＣ社に対して指導何なりをしたときに、

同等に点数が１番、２番が高いですから。そうい

うことも考えられなかったのかなと、ふと思った

もんですからお聞きしましたけど、総合的に判断

して、結果としてこれがよかったんだろうとは思

うんですけど、この点数の中身から判断すると、

今後、そこの部分に対しても、もし本日議決され

たとするならば、指導をしっかりとしていってい

ただければありがたいのかなと思うところでした。 

 というのが、バランスよく一つずつ差があった

んならばいいんですけど、極端に１カ所でもうパ

ンと入れかわってしまうような状況なので、ぜひ

そこを判断されて、指導していただいて、より市

民に寄り添った形にしていただけるように、これ

はお願いをしておきます。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市 

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第５７号平成２９年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○都市計画課長（伊東理博）議案第５７号平

成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち、

歳出について、都市計画課分について御説明申し

上げます。 

 予算書予算に関する説明書(第７回補正)の
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３９ページをお開きください。 

 ８款５項１目都市計画総務費の説明欄をごらん

ください。事項、都市計画総務費は、人事院勧告

に基づく給与費の増額であります。 

 なお、歳入についての補正はありません。 

 以上で、議案第５７号平成２９年度薩摩川内市

一般会計補正予算のうち、都市計画課分について

説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第５７号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市 

一般会計予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第３９号平成３０年度薩摩川

内市一般会計予算を議題とします。 

 部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、都市計画

課になりますが、一番大きいところでは、川内川

市街部改修の引堤工事にあわせました都市計画道

路中郷五代線の整備に係る経費を計上してありま

す。いよいよ佳境に入ってまいりまして、既に用

地については全て買収が完了しておりまして、あ

とは工事のみとなっております。 

 それから、昨年９月議会で補正をしていただき

ました川内駅東口のアクセス道路ということで、

横馬場田崎線の整備について、今後、都市計画決

定の作業に入っていくための経費等を予算措置さ

せていただいております。 

 詳しくは課長のほうから説明がありますので、

よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（福元光一）次に、当局に補足説明

を求めます。 

○都市計画課長（伊東理博）議案第３９号平

成３０年度薩摩川内市一般会計予算に係る予算に

ついて御説明申し上げます。 

 初めに歳出について御説明いたします。 

 内容につきましては、別冊の平成３０年度薩摩

川内市各会計予算調書で説明いたしますので、予

算調書の２１５ページをお開きください。 

 ８款５項１目都市計画総務費、事項、都市計画

総務費は、都市計画事業及び職員給に係る経費で、

業費は８,８０９万３,０００円でございます。 

 経費の主な内容は、都市計画関係の一般職８人

分の職員給与費等のほか、立地適正化計画策定の

経費及び公共施設等への誘導・案内のための公共

サイン設置等工事が、主なものでございます。 

 次に、同じページの下の部分でございますが、

同じく１目、事項、川内駅周辺地区駐車場管理費

は、川内駅西口駐車場等の管理に係る経費であり、

事業費は１００万円で、管理に伴う修繕料が主な

ものでございます。 

 続きまして、２１６ページをごらんください。 

 同じく１目、事項、屋外広告物管理費は、県か

らの権限移譲に伴う屋外広告物に係る経費であり、

事業費は２４０万７,０００円でございます。建

築士業務嘱託員一人分の報酬が主なものでござい

ます。 

 次に、同じページの下の部分でございますが、

同じく１目、事項、景観推進費は、景観提案制度

等の運用及び景観形成活動への支援・啓発など、

景観形成の推進に係る経費であり、事業費は

１２０万４,０００円で、景観審議会に係る経費

のほか、地区コミュニティ協議会が実施する景観

重要資産等の整備及び維持管理事業に対する景観

整備事業補助金が主なものでございます。 

 次に、２１７ページをお開きください。 

 ８款５項２目街路費、事項、中郷五代線整備事

業費は、交通量の分散化と市街地における安全性

の確保を図るため、大小路地区引堤事業と一体整

備する、都市計画道路中郷五代線整備事業に係る

経費であり、事業費は１億５,８００万円でござ

います。 

 経費の内容は、平成２６年度から着手しており

ます中郷五代線の道路築造に係る費用であり、継

続費を設定して、肥薩おれんじ鉄道へ委託して進

めております立体交差部の工事委託のほか、国土

交通省九州地方整備局への付替道路受託合併工事

負担金が主なものでございます。 

 同じく８款５項２目、事項、川内駅東口アクセ

ス道路整備事業費は、川内駅東口への交通アクセ

ス及び中心市街地における交通渋滞の緩和並びに

交通の分散化を図ることを目的に道路整備を推進



- 31 - 

 

するものです。 

 平成３０年度は都市計画決定のための法定図書

作成等に係る経費を計上してございます。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

前に戻っていただきまして、６０ページをお開き

ください。 

 都市計画課に係る歳入予算の、主なものを御説

明いたします。 

 １４款２項手数料６目土木手数料、予算額

１６０万円は、鹿児島県屋外広告物に関する許可

手数料でございます。 

 次に、１５款２項国庫補助金６目土木費補助金

について、予算額６,０００万円は、都市計画事

業費補助金で、中郷五代線整備事業の受託合併工

事負担金に係る、社会資本整備総合交付金とコン

パクトシティー形成に向けた立地適正化計画策定

に伴う補助金で補助率は５０％でございます。 

 次に１６款３項県委託金６目土木費委託金につ

いては、屋外広告物等に伴う権限移譲事務委託金

でございます。 

 次に２１款５項４目雑入について、予算額

１,６００万円は、市営駐車場使用料が委託料制

から利用料金制に移行したことに伴う、施設納付

金としての収入でございます。 

 次に、債務負担行為について御説明いたします

ので、予算書予算に関する説明書の９ページをお

開きください。 

 債務負担行為の都市計画課分は、下から４番目、

事項は立地適正化計画策定業務委託で、設定期間

は平成３１年度、限度額は１,０００万円でござ

います。 

 先ほど、歳出の、事項、都市計画総務費でも説

明いたしましたが、コンパクトシティー形成に向

け、立地適正化計画を今後２カ年度にかけて策定

するための業務委託に係る後年度分の事業費につ

いて、地方自治法第２１４条の規定に基づき、債

務を負担する行為として設定するものです。 

 以上で、議案第３９号平成３０年度薩摩川内市

一般会計予算の都市計画課分の説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３９号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査について 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から説明がありますか。 

○都市計画課長（伊東理博）今回、所管事務

報告はございません。 

○委員長（福元光一）これより、所管事務全

般について質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、都市計画課を終わります。 

────────────── 

△区画整理課の審査 

○委員長（福元光一）次は、区画整理課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第６１号 平成２９年度薩摩川内市 

天辰第一地区土地区画整理事業特別会計補 

正予算 

○委員長（福元光一）まず、議案第６１号平

成２９年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理

事業特別会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第６１号平

成２９年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理

事業特別会計補正予算について御説明申し上げま

す。 

 まず、歳出のほうから御説明申し上げますので、

予算書予算に関する説明書 (第７回補正 )の

９２ページをお開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費において

１２万２,０００円の増額補正をお願いしており

ます。備考欄をごらんください。 

 第７回補正予算については、議案第５４号の職

員の給与に関する条例等の一部改正に伴う補正額

を計上しております。当課の関係分として、給料、

職員手当等の外、共済費を計上しております。 

 次に歳入について御説明しますので、前に戻っ

ていただき９１ページをお開ください。 

 ５ 款 １ 項 １ 目 一 般 会 計 繰 入 金 １ ２ 万

２,０００円の増額補正については、財源調整に
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より増額するものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第６２号 平成２９年度薩摩川内市 

天辰第二地区土地区画整理事業特別会計補 

正予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第６２号平

成２９年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理

事業特別会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第６２号平

成２９年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理

事業特別会計補正予算について、御説明申し上げ

ます。 

 まず、歳出のほうから御説明申し上げますので、

予算書予算に関する説明書の１０２ページをお開

きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費において

１１万円の増額補正をお願いしております。説明

欄をごらんください。 

 第７回補正予算については、議案第５４号の職

員の給与に関する条例等の一部改正に伴う補正額

を計上しております。当課の関係分として、給料、

職員手当等の外、共済費を計上しております。 

 次に歳入について御説明しますので、前に戻っ

ていただき１０１ページをお開ください。 

 ５款１項１目一般会計繰入金１１万円の増額補

正については、財源調整により増額するものであ

ります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市 

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第５７号平成２９年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第５７号平

成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち、

区画整理課に係る一般会計補正予算の歳出につい

て、御説明申し上げますので、予算に関する説明

書の３９ページをお開きください。 

 ８款５項３目土地区画整理総務費であります。

説明欄をごらんください。 

 天辰第一地区、天辰第二地区土地区画整理事業

特別会計の補正について、一般会計から繰出金を、

天辰第一地区につきましては１２万２,０００円、

天辰第二地区につきましては１１万円を、それぞ

れ増額するものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第５７号に係る審査を一時中止し
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ます。 

 次に、平成３０年度予算の審査に入りますが、

まず、部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）区画整理課の概要に

つきましては、天辰第一地区が終盤に差しかかり、

天辰第二地区がいよいよ工事着手となってまいり

ます。天辰第二地区につきましては、川内川の引

堤事業にあわせて区画整理を展開してまいります

が、先ごろ国との河川公共施設管理者負担金の協

定締結も終わりまして、いよいよ現場のほうで建

物移転補償の交渉なり、そういう動きが出てくる

ものと思います。 

 詳しいことにつきましては、課長のほうから説

明がありますので、よろしくお願い申し上げます。 

────────────── 

△議案第４６号 平成３０年度薩摩川内市 

天辰第一地区土地区画整理事業特別会計予 

算 

○委員長（福元光一）それでは、議案第

４６号平成３０年度薩摩川内市天辰第一地区土地

区画整理事業特別会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第４６号平

成３０年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理

事業特別会計予算について、御説明申し上げます。 

 予算内容につきましては、歳出のほうから御説

明申し上げますので、予算調書の３０１ページを

お開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費は、天辰第一

地区土地区画整理事業に係る経費として３億

９,９１４万８,０００円を計上しております。 

 経費の主な内容は、土地区画整理審議会委員、

評価員の報酬、一般職３人分の給与費のほか、出

来形確認測量業務委託等、道路築造及び整地工事

等、職員厚生会負担金、工作物等移転補償費を計

上しております。 

 次に、同じく３０１ページの下の欄をごらんく

ださい。 

 ２款１項１目長期債償還元金は、天辰第一地区

土地区画整理事業で借り入れた長期債の償還元金

として２億１８１万４,０００円を計上しており

ます。 

 次に３０２ページをお開きください。 

 ２款１項２目長期債償還利子は、天辰第一地区

土地区画整理事業で借り入れた長期債の償還利子

として２,０４１万８,０００円を計上しておりま

す。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 予算調書の３００ページをお開きください。 

 １ 番 目 の 、 １ 款 １ 項 １ 目 事 業 収 入 １ 億

２,０００万円は、保留地処分収入を計上してお

ります。本年度は２２ブロックに予定しておりま

すスマートタウンのモデル街区用地として、約

６,９００万円の収入と一般保留地処分金を計上

しています。 

 ２番目の３款１項１目国庫補助金１億８８０万

円は、土地区画整理事業費補助金であります。事

業に充当される補助率は５５％となっております。 

 ３番目の４款１項１目県補助金６３６万

３,０００円は、土地区画整理事業補助金で、県

管理道路整備に対する補助金を計上しています。 

 ４番目の５款１項１目一般会計繰入金３億

１,５２９万７,０００円は、国庫補助金及び市債

の充当額を除いた天辰第一地区土地区画整理事業

費並びに長期債の償還元金及び利子に充当する一

般会計からの繰入金であります。 

 ５番目の８款１項１目土地区画整理事業債

７,０９０万円は、国庫補助事業に係る合併特例

債であり、充当率は９５％であります。 

 ６番目の９款１項１目土木使用料２万円は、電

柱等の道路占用に伴う行政財産使用料として収入

するものであります。 

 次に地方債について御説明いたします。 

 予算書予算に関する説明書の２８０ページをお

開きください。 

 第２表地方債では、当該土地区画整理事業に伴

い、合併特例事業債を借り入れることから、地方

債の限度額、起債の方法、利率、償還の方法につ

いて表に記載のとおり定めようとするものであり

ます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（川添公貴）ちょっと済みません。教え

てもらいたいんですけど、この予算調書でお聞き

したいと思うんですが、歳入のところで一般会計

繰入金の中の長期債償還利子の部分があります。
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２,０４１万８,０００円、元金償還については

２億１８１万４,０００円で、これが計上してあ

って、この調書の説明書の中の歳出の中で─ご

めんなさい。どけあったろかいと思って聞こうか

と思ったら、裏に書いてあった。申しわけなかっ

たです。見過ごしておりました。どけ計上してあ

ったろかいと思って、一生懸命見しけかたやった。

ごめんなさいね。 

○委員長（福元光一）よろしいですか。ほか

にございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第４７号 平成３０年度薩摩川内市 

天辰第二地区土地区画整理事業特別会計予 

算 

○委員長（福元光一）次に、議案第４７号平

成３０年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理

事業特別会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第４７号平

成３０年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理

事業特別会計予算について、御説明申し上げます。 

 予算内容につきましては、歳出の方から御説明

いたしますので、予算調書の３０４ページをお開

きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費は、天辰第二

地区土地区画整理事業に係る経費として６億

３,３６３万円を計上しております。 

 経費の主な内容は、土地区画整理審議会委員、

評価員の報酬、建物等補償業務嘱託員、一般職

２人分の給与費のほか、建物調査業務委託等、換

地先整備工事等、職員厚生会負担金、建物等移転

補償費を計上しております。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 予算調書の３０３ページをお開きください。 

 １番目の２款１項１目負担金２億７,４００万

円は、一級河川、川内川の市街部改修工事に伴う

負担金として、川内川公共施設管理者負担金を計

上しています。 

 ２ 番 目 の ３ 款 １ 項 １ 目 国 庫 補 助 金 １ 億

１,０００万円は、土地区画整理事業費補助金で

あります。事業に充当される補助率は５５％とな

っております。 

 ３番目の４款１項１目県補助金５１４万

９,０００円は、土地区画整理事業補助金で、県

管理道路整備に対する補助金を計上しています。 

 ４番目の５款１項１目一般会計繰入金１億

６,３８８万１,０００円は、国庫補助金の充当額

を除いた天辰第二地区土地区画整理事業費に充当

する一般会計からの繰入金であります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（成川幸太郎）予算が計上されまして、

建物移転補償とか換地先整備工事が始まるんです

けども、実際に交渉を行われて、第二工区で工事

に着工するというのは、大体めどとして、いつぐ

らいか。 

○区画整理課長（川畑 稔）本年度の計画と

しました。現在、３月中に仮換地指定を打つとい

うことで、地権者の方たちと協議をしておるとこ

ろでございます。 

 本格的に農地の表土等を剥ぎまして、まず、第

一地区との段差、盛土部分の造成工事に一部入っ

ていこうというような計画をしております。 

 時期につきましては、説明会等を含め、７月以

降には現地に入れると思います。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市 

一般会計予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第３９号平成３０年度薩摩川

内市一般会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第３９号平

成３０年度薩摩川内市一般会計予算のうち区画整

理課に係る一般会計予算の歳出について説明しま

すので、予算調書の２１８ページをお開きくださ

い。 

 ８款５項３目土地区画整理総務費は、天辰第一

地区及び天辰第二地区土地区画整理事業特別会計

への繰出等に係る経費として４億７,９４３万

４,０００円を計上しております。 

 経費の主な内容は、まちづくり情報交流協議会

会費、街づくり区画整理協会年会費、並びに九州

ブロック都市再生整備計画事業研究会負担金ほか、

天辰第一地区、天辰第二地区土地区画整理事業特

別会計繰出金を計上しております。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 予算調書の６１ページをお開きください。 

 １４款２項６目土木手数料１万５,０００円は、

各種証明書の手数料として計上してあります。 

 次の１６款３項６目県委託金２万円は権限移譲

事務委託金として収入するものです。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３９号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）それでは、平成

３０年度の事業計画について、図面にて説明させ

ていただきます。よろしいでしょうか。 

○委員長（福元光一）はい。 

［区画整理課長が前方の図面に移動］ 

○区画整理課長（川畑 稔）それでは、天辰

第一地区並びに天辰第二地区の平成３０年度の計

画を説明させていただきたいと思います。 

 まず、天辰第一地区につきましては、第二地区

の段差の周辺の造成工事が昨年度から残っていた

わけですけども、天辰第二地区の建物移転補償を

しまして、その後、坊ノ下通線、この辺の道路の

整備を進めていくということと、あと、八反田地

区のこの周辺の農地と舗装がまだ完全に済んでい

ませんので、そこの整備も進めていきたいという

ふうに思っております。 

 あと、笹脇墓地につきましては、３月２９日に

国際交流センターで最終的な考え方を墓地管理組

合の皆さんと協議をしていただきまして、現況案

にするか、一部整理をするかということで、方向

性を決めさせていただくというふうになっており

ます。 

 そこで、本年度の委託につきましては、笹脇墓

地の調査委託、それと設計等も含めて計画をさせ

ていただいているところでございます。 

 それから、昨年度、この周辺約１４ヘクタール

なんですけども、もう整備が済んでおりますので、

出来形確定測量を行っております。 

 それで、ことしは残りの分を、また随時、出来

形の調査しようということで計画をしております。 

 天辰第一地区につきましては、基本的にはそう

いう形で進めさせていただきたいと思っておりま

す。 

 第二地区につきましては、現在、３月中に仮換

地を指定しようということで、関係者の方々と仮

換地の先等の協議をしまして、ほぼ協議も整いま

して、今月の２７日、２８日に審議会を開きまし

て、仮換地の指定を打っていくというような形で

進めさせていただいているところでございます。 

 まず、この周辺に文化財が結構ありまして、文
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化財の発掘調査を本年度は並行に進めていくとい

う こ と で 、 人 件 費 と リ ー ス 料 を 含 め て 約

２,３００万円程度の調査費を予算計上させてい

ただいているところでございます。 

 それが、このピンクのとこなんですけど、大体、

この周辺を整備していくということでございます。 

 それから、建物につきましては、河川公共施設

管理者負担金の関係で６年間のうちに補償しなが

ら整備を進めていくということで、河川事務所と

現在協議をしておりまして、本年度につきまして

は第一地区との境の県道沿いの建物を中心に補償

していくということで、現在の段階では１５戸の

３４棟を本年度の予算に計上させていただきます。 

 それにつきましては、そのうちの７戸はちょう

ど第一地区との段差のところの上のほうに家があ

るんですけども、その分の建物の補償をするとい

うことと、あと平成２９年度の繰り越し予算が約

１億円あります。それも含めて補償しながら進め

ていくということでございます。 

 先ほど話がありました造成につきましても、こ

のちょうど墓地の周辺なんですけども、この辺の

農地がほとんどあるところなんですけど、ここに

つきましては、文化財、昨年調査しまして、特に

問題はないということで、本年度から農地につき

ましてはもう農地補償をしまして、農業補償をし

まして、基本的には表土を剥ぎながら、随時盛り

土をしていくというような形で考えております。 

 それから、国との協議の中で、この現在の県道

はどういうふうにするのかという話で、現在、国

と協議しまして、この堤防沿いに仮設道路をつく

るということで、堤防沿いに仮設道路をつくりま

して、中のほうを随時整備していくというような

形で協議をさせていただいているところでござい

ます。 

 工事等につきましても、先ほど説明しましたよ

うに、できれば早目に工事しないといけないなと

いうことで、地元説明会を開きながら、今後の事

業計画についても説明をしていくというような形

でございます。 

 ちなみに、昨年のこの調査の出来形面積の調査

なんですけども、誤差はさほどなくて、１平米以

内ということで、ここの５７ブロックにつきまし

ては、なぜか０.０１ミリの１平米の誤差で非常

に制度が上がったということで、私たちもひょっ

としたら相当誤差があるんじゃないかなと心配し

てたんですが、大きくても３平米程度、４平米と

いうことで、ほとんど誤差の範囲内に入っていま

す。 

 一応、平成３０年度はこういうふうな形で進め

ていく予定でございます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて、これより所管事務

全般について質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、区画整理課を終わります。 

 ここで委員の方にお諮りいたします。入来区画

整理推進室まで本日はやりたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

────────────── 

△入来区画整理推進室の審査 

○委員長（福元光一）次は、入来区画整理推

進室の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第６３号 平成２９年度薩摩川内市 

入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計 

補正予算 

○委員長（福元光一）それでは、議案第

６３号平成２９年度薩摩川内市入来温泉場地区土

地区画整理事業特別会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）議案第

６３号平成２９年度薩摩川内市入来温泉場地区土

地区画整理事業特別会計補正予算つきまして御説

明申し上げます。 

 補正予算の内容につきまして、歳出の方から説

明 い た し ま す の で 予 算 に 関 す る 説 明 書 の

１１２ページをお開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費におきまして

１７万２,０００円を増額するものであります。 

 これにつきましては、国家公務員の給与に関す

る法律等の一部改正に伴い、本市の給与に関する

条例等の一部改正にあわせて、人件費を補正要求

するものであります。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、前

のページをごらんください。 
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 ４ 款 １ 項 １ 目 一 般 会 計 繰 入 金 １ ７ 万

２,０００円の増額は、職員給与改定経費に伴い

ます財源調整であります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市 

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第５７号平成２９年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）議案第

５７号平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算

のうち入来区画整理推進室に係ります一般会計予

算の歳出につきまして、御説明申し上げます。 

 予算に関する説明書の３９ページをお開きくだ

さい。 

 ８款５項３目土地区画整理費におきまして、入

来区画整理推進室分としまして、右側の説明欄を

ごらんください。１７万２,０００円の増額をお

願いしております。これにつきましては、給与改

定経費に伴い財源を調整したものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第５７号に係る審査を一時中止し

ます。 

 次に、平成３０年度予算の審査に入りますが、

まず、部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）入来区画整理推進室

になります。 

 事業のほうもほぼ終わりのほうに近づいてまい

りましたが、地区界とのすり合わせ等に、どうし

ても事業をもう少し展開をしていかないといけな

いということで、地区界、地区外等の建物等の調

査等が今後必要になってまいります。本年度はそ

ういったところの整備の手法についても事業展開

をしていこうとすることでございます。 

 詳細につきまして、室長のほうからございます

ので、よろしくお願いいたします。 

────────────── 

△議案第４８号 平成３０年度薩摩川内市 

入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計 

予算 

○委員長（福元光一）それでは、議案第

４８号平成３０年度薩摩川内市入来温泉場地区土

地区画整理事業特別会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）議案第

４８号平成３０年度薩摩川内市入来温泉場地区土

地区画整理事業特別会計予算について、御説明申

し上げます。 

 まず、歳出のほうから説明いたしますので予算

調書の３０６ページをお開きください。 

 １款１項１目入来温泉場地区土地区画整理事業

費は、同事業に係ります経費３億８,０２８万

１,０００円であります。 

 経費の主な内容は、一般職員３名の給与、嘱託

員１名、建物等調査業務委託費、道路築造工事費、

建物等移転補償費等であります。 

 次に下段をごらんください。 

 ２款１項１目長期債償還元金は、入来温泉場地

区土地区画整理事業に係ります過去に借り入れま

した長期債の償還元金であります。 

 次のページをお開きください。 

 ２款１項２目長期債償還利子は、入来温泉場地

区土地区画整理事業に係ります過去に借り入れま

した長期債の償還利子であります。 

 次に、歳入につきまして御説明いたしますので、
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前に戻りまして予算調書の３０５ページをお開き

ください。 

 上から順に１款１項１目事業収入５００万円は、

事業の進捗に伴い売却可能となる保留地の処分収

入の見込み額であります。 

 ３款１項１目国庫補助金１億１,２２０万円は

社会資本整備総合交付金であります。 

 ４款１項１目他会計繰入金２億５,８５１万

７,０００円は一般会計からの繰入金であります。 

 ７款１項１目市債８,７１０万円は合併特例事

業債であり、いずれも事業の執行に伴い収入され

るものであります。 

 次の、８款１項１目使用料は、行政財産使用料

であります。 

 次に地方債につきまして説明いたしますので、

予算書予算に関する説明書の３１９ページをお開

きください。 

 第２表地方債では、当該土地区画整理事業に伴

い借り入れます地方債の限度額、起債の方法、利

率、償還の方法につきまして、表に記載のとおり

定めようとするものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市 

一般会計予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第３９号平成３０年度薩摩川

内市一般会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）議案第

３９号平成３０年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち入来区画整理推進室に係ります一般会計予算の

歳出につきまして、御説明申し上げます。 

 予算調書の２１９ページをお開きください。 

 ８ 款 ５ 項 ３ 目 土 地 区 画 整 理 総 務 費 ２ 億

５,８５１万７,０００円は、入来温泉場地区土地

区画整理事業特別会計に必要な繰出金を計上する

ものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３９号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）平成

３０年度の事業実施箇所と全体の事業の進捗につ

きまして、前のほうで図面で説明したいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

○委員長（福元光一）はい。よろしくお願い

します。 

［入来区画整理推進室長が前方の図面に移動］ 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）それで

は、平成３０年度の事業実施予定箇所と全体の事

業の進捗につきまして、簡潔に説明をいたします。 

 区域としましては、図に示してございます

１４ヘクタールの中で事業を実施いたしておりま

す。上の部分が北になりまして、ここら辺が旧入

来駅があった場所で、この下に富士通がありまし

た。この下、ここら辺が清修館高校があるところ

でございまして、ここが水道局の温泉施設湯之山

館があるところでございます。 

 事業期間を平成３３年度までとしております。 

 図面の中で黒く表示してありますところは既に

事業が完了したところでございまして、全体的に

見ますと、区域の北の部分が若干残っているとい
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う状況で、これからここを整備をしてまいります。 

 そして、青で表示してあるところが、これは平

成２９年度、本年度実施した箇所でございます。 

 平成３０年度につきましては橙色が、これは交

付金で実施する箇所でございます。そして、緑色、

これが保留地処分収入金で実施する箇所、そして、

この黄色の部分が単独で実施する箇所を表示して

おります。 

 本年度の交付金では、本通辻原線、ここにメイ

ンの道路が入ってくるんですが、ここの関係して

いる建物補償が５戸ほど、この部分の建物補償が

５戸ほどです。それと、この本線の終点側の道路

築造工事、この部分の道路工事を予定しておりま

す。 

 保留地処分収入金では、この１２街区の造成工

事を予定しております。単独では黄色で示してご

ざいます８街区であったり、１２街区であったり、

この黄色の部分の造成工事を実施する予定として

おりまして、あと造成工事に伴いまして６戸ほど

の建物補償、これが単独の部分でございます。こ

ちらに飛んでおりますけれども。 

 全体の事業の進捗としましては、事業費ベース

で平成２９年度をもって８４％執行しております。

平成３０年度につきましては、今、国に予算要求

してございますけれども、これが満額ついて執行

した場合８９％ぐらいとなる予定でございます。 

 建物につきましては、平成２９年度で９３％の

執行率でございまして、平成３０年度、これもま

た満額ついた場合はほぼ１００％に近い状態にな

るのではないかなと思っております。 

 あと、先ほど部長が言われましたけれども、

１期地区、今の地区を終息するために、２期地区

との既設道路と、今回整備します道路との間に、

スムーズに５カ所ほど接続する場所があるんです

けれども、スムーズに４カ所ほどは接続をいたし

ます。ただ、１カ所は、今回、この整備をします

道路と既設の道路との高低差が２メートルから

３メートルございまして、ここら辺を周辺の住民

の方々が日常生活に支障を来さないようにするた

めに、詳細に測量設計業務を発注する予定でござ

いまして、調査結果によっては取りつけ道路の関

係で地区外補償というのが出てくるのではないか

なと考えているところでございます。 

 全体の進捗状況と来年度の実施箇所の説明をこ

れで終わりたいと思います。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて、これより所管事務

全般について質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、入来区画整理推進室を終わります。 

 先ほど委員の方にお伺いしましたけど、委員の

方々から、きょうやれるところまで行きましょう

ということですので、どんどん進めていきたいと

思います。 

────────────── 

△建築住宅課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建築住宅課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第３７号 薩摩川内市一般住宅条例 

の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（福元光一）それでは、議案第

３７号薩摩川内市一般住宅条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）議案第３７号薩

摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制

定について御説明いたします。 

 議案綴りのその２、３７─１ページをお開きく

ださい。 

 提案理由ですが、勝目一般住宅及び入来町副田

にあります立山一般住宅の共同施設である駐車場

の管理規定を設けるとともに、民間住宅を借り上

げて一般住宅として設置する下東郷上之原第２一

般住宅２棟２戸について、所要の規定の整備を図

ろうとするものでございます。 

 次の３７─２ページをお願いします。 

 下から、１０行目ですが、第４章に駐車場の管

理規定を追加し、第３４条第１項に駐車場を使用

することができる者を規定しております。 

 次の３７─３ページをお願いします。 

 一番上、第３項に、駐車場の使用料を、そして、

別表第２に勝目一般住宅、立山一般住宅、それぞ

れ１区画当たり月額８００円と定めております。 

 次、議会資料の８ページのほうをよろしくお願

いします。 

 １の管理規定の設定についてですけれども、勝
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目一般住宅及び立山一般住宅の駐車場は、年次的

に各住宅の敷地内に整備を進めてまいりましたけ

れども、このたび、それぞれ７９区画の整備が終

了しましたので、駐車場料金を徴収し、適正な管

理を目指すものであります。 

 参考までに、現在、駐車場料金を徴収している

市営住宅を記載しております。１区画当たりの使

用料にばらつきがございますけれども、使用料算

定に際しましては、駐車場の土地の評価額及び近

隣の民間の駐車場料金を参考に、また、県市合併

住宅においては、県の使用料を参考に決定してお

ります。 

 樋脇町にあります椿第１住宅、向湯第１住宅に

つきましては、屋根つき駐車場ということで、加

算されております。 

 次に、２の今回借上型地域振興住宅として供用

開始をします下東郷上之原第２一般住宅ですが、

所在地は、田海町で、木造平家建て２棟２戸です。

床面積が６６.７８平米で、２ＬＤＫになります。 

 住宅の使用料は、議案のほうに記載しておりま

すけれども、月額３万円になります。 

 建設場所は、９ページになりますけれども、地

図に記載の、八幡小学校先の赤く塗られたところ

になります。 

 改正後の、一般住宅の管理戸数は、団地数が

９４団地、棟数が１７８棟、戸数が４０９戸にな

ります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３８号 薩摩川内市特定用途制限 

地域内における建築物の制限に関する条例 

の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（福元光一）次に、議案第３８号薩

摩川内市特定用途制限地域内における建築物の制

限に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）議案第３８号薩

摩川内市特定用途制限地域内における建築物の制

限に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明いたします。 

 議会資料の１０ページをお開きください。 

 １、改正内容ですが、都市緑地法等の一部を改

正する法律の公布により、都市計画法・建築基準

法の一部改正に伴い、平成３０年４月１日から施

行されます。 

 具体的には、住居系用途地域の田園住居地域が

新たに創設され、法の項ずれが生ずることから当

条例の整備を図ろうとするものでございます。 

 建築基準法別表２─真ん中の表ですけども、

これまで旧の表で１２の用途地域と、用途地域の

指定のない区域１３の区域に分かれておりました

けども、今回の建築基準法の改正により、新のほ

うですけれども、（ち）に田園住居地域が追加さ

れ、１３の用途地域と、用途地域の指定のない区

域の、１４の区域に分かれることになり、以下項

ずれが生じております。 

 この関係で、下の表ですけれども、当条例の別

表が表のとおり項が変わることになります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第５７号 平成２９年度薩摩川内市 

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第５７号平成２９年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）議案第５７号平

成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算について

御説明いたします。 

 歳出予算について説明いたします。 

 平成２９年度薩摩川内市各会計予算書予算に関

する説明書(第７回補正)の４１ページをお開きく

ださい。 

 ８款６項１目住宅管理費の１億１,８４３万

７,０００円の増額は、一番右側の説明欄で、給

料、職員手当等、共済費は、人事院勧告に伴う給

与費の補正であります。 

 また、公営住宅ストック総合改善事業費は、国

の補正予算に伴う、社会資本整備総合交付金の補

助内示により、平成３０年度に予定しておりまし

た、宮下住宅６号棟供用部分改善工事外３工事の

工事請負費をお願いするものでございます。 

 続きまして、歳入予算について、説明いたしま

す。戻っていただきまして１０ページをお願いい

たします。 

 １５款２項６目土木費補助金４節住宅費補助金

の増額は、ストック総合改善事業補助金で、社会

資本整備総合交付金の補助内示によるものでござ

います。 

 また、繰越明許費について説明させていただき

ます。 

 ６ページに戻ってください。 

 ８款６項住宅費の公営住宅ストック総合改善事

業で、今回補正をお願いしております宮下住宅

６号棟供用部分改善工事外３工事全てについて予

算執行時期を考慮して繰り越しをお願いするもの

でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第５７号平成２９年度薩摩川内市

一般会計補正予算のうち、本委員会付託分につい

て、質疑が全て終了しましたので、これより、討

論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第３９号 平成３０年度薩摩川内市 

一般会計予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第３９号平成３０年度薩摩川

内市一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）建築住宅課におきま

しては、これまで例年どおり市営住宅の修繕改修

など、それから既存住宅改修の関係でリフォーム

補助ということで本年度もまた例年どおり予算を

計上させていただきました。 

 それから、危険廃屋の解体補助事業も昨年同様

の予算措置をさせていただいているところでござ

います。また、借上型地域振興住宅につきまして

も、まだ地区は決まっておりませんが、平成

３０年度も採用、採択をしようということで予算

も計上させていただいているところでございます。 

 詳細につきましては、課長のほうから説明がご

ざいます。 

○委員長（福元光一）次に、当局に補足説明

を求めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）議案第３９号平

成３０年度薩摩川内市一般会計予算について説明

させていただきます。 

 まず、歳出予算について、説明させていただき
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ます。 

 平成３０年度薩摩川内市各会計予算調書の

２２０ページをお開きください。 

 上段の建築指導費は、建築確認業務に係る経費、

建築物耐震改修促進、既存住宅改修環境整備及び

危険廃屋解体撤去の補助事業に係る経費で、事業

費は１億８９６万７,０００円です。 

 主な経費は、平成２４年度から実施しておりま

す、既存住宅のリフォーム改修に対する既存住宅

改修環境整備事業補助金や平成２６年度から実施

しております危険廃屋の解体費用に対する危険廃

屋解体撤去促進事業補助金。また、不特定多数の

者が利用する、３階建て以上かつ５,０００平米

以上の大規模建築物の耐震改修を行う場合に補助

する特定建築物耐震改修工事補助金、木造住宅耐

震改修工事補助金外１件等でございます。 

 続きまして、下段の住宅管理費は、市営住宅の

維持管理、補修等に要する経費で、事業費は４億

３,９８７万２,０００円です。 

 主な経費は、市営住宅の９９名の管理人及び嘱

託員１名分の報酬、課内職員２１名分の給料、職

員手当、共済費、川内地域及び本土４支所分の市

営住宅の指定管理料、市営住宅の住宅使用料の悪

質滞納者に対して行う明渡し訴訟に関する経費で

市営住宅明渡し訴訟委託料等、また、市営住宅の

入居前の住宅内部改修工事等の工事請負費、それ

と、入来地域にあります船越住宅、天貴美住宅、

外２住宅のテレビ共聴改修工事に伴う負担金など

が主な経費でございます。 

 次の２２１ページをお願いいたします。 

 上段の公営住宅ストック総合改善事業費は、既

存の鉄筋コンクリート造の共同住宅を中心に、よ

り長く使用できるよう、施設の外壁や屋上の防水、

階段室周りを中心とした共用部分を改善するため

の経費でございます。事業費が２ ,１９８万

８,０００円です。 

 その内訳は、上川内住宅２号棟の共用部分改善

工事設計業務委託外３件の業務委託料や戸川住宅

トイレ水洗化工事が主な事業でございます。 

 下段の危険住宅移転促進費は、崖地に近接する

危険住宅の移転費用を補助するための経費で、事

業費が、６９８万７,０００円です。建物除却が

３件、建物建設が１件を予定しております。 

 続きまして、歳入予算について説明させていた

だきます。 

 戻っていただきまして、予算調書６２ページを

お願します。 

 １４款１項６目使用料中、土木使用料の予算額

は４億６,８２０万１,０００円で、その内訳は、

市営住宅の使用料が主なものです。 

 １４款２項６目手数料中、土木手数料の予算額

は７６０万１,０００円で、その内訳は、建築確

認手数料が主なもので、建築確認申請及び完了検

査の手数料等になります。 

 １５款２項６目国庫補助金中、土木費補助金の

予算額は５,０４３万８,０００円で、該当する市

営住宅周辺の民間借家の家賃と、低所得者向けに

軽減しております市営住宅家賃の差額分に該当す

る額の２分の１を国が補助しますけれども、これ

が公的賃貸住宅家賃対策調整補助金でございます。 

 それと、崖地に近接する危険住宅の移転費用を

補助します危険住宅移転促進事業補助金です。 

 次の６３ページをお願いします。 

 耐震改修促進事業補助金、ストック総合改善事

業補助金が主なものです。 

 １６款２項６目県補助金中、土木費補助金の予

算額は１,１６０万円で、建築物耐震化促進事業

補助金や危険住宅移転促進事業補助金が主なもの

で、これは県からの補助金になります。 

 二つ飛びまして、２１款３項１目貸付金元利収

入の予算額は５７８万１,０００円で、住宅資金

貸付金元利収入で、現年分と滞納分になります。 

 同款５項４目雑入の予算額は１ ,９２５万

３,０００円で、市営住宅退去時畳等補修費実費

徴収金の現年分と滞納分が主なものでございます。 

 続きまして、債務負担行為について説明させて

いただきます。 

 平成３０年度薩摩川内市各会計予算書予算に関

する説明書の９ページをごらんください。 

 建築住宅課分は、下から３段目、借上型地域振

興住宅事業になります。 

 先ほど部長のほうからも説明いただきましたけ

れども、この借上型地域振興住宅事業は、平成

３１年度から４８年度までの１８年間の限度額が

２,８８７万５,０００円で、３０年度に募集する

予定の１地区２戸分の平成４８年度までの借上料

を措置するものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 
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○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（大田黒 博）１点ちょっとお聞きし

ます。教えてください。 

 今の歳入のところで、国庫補助金で危険住宅移

転促進費か、危険住宅となった場合に、ここに対

して補助しますよ、その何分の１かを国が負担し

ますということですよね。危険性があって、なお

りましょうということで、その地域になおる。で、

イエローゾーンとかいろいろあると聞きましたけ

れども、この見直しというのは、どのぐらいで

１回されるんですか。何も危険性がないのに、昔

の地域のそういうものを見ながらこういう枠が設

定されて、見直しをされないと困るなというとこ

ろがあると思うんですが、その辺の見直しは３年

に１回なのか５年に１回なのか、どのくらいの間

隔でされるのか。 

○建築住宅課長（福島和朗）まず、この崖地

近接の分は、高さが２メーター以上の崖に該当す

るところで移転を希望する方については補助をし

ておりました。 

 最近、その今言われましたレッドゾーンという

のは県の調整がずっと順次県内行われておりまし

て、薩摩川内市も、当初島のほうが優先的にされ

ましたけれども、今はどんどん本土地域も調査が

進んでおりまして、レッドゾーンに係るところは、

これまで対象じゃなかったんですけれども、その

分も危険であるということで、この補助事業に該

当させましょうということで、レッドゾーンの区

域から外の安全なところに移転するのに補助を出

しましょうということでございます。 

 調査につきまして、まだ市内全域は済んでおり

ませんけれども。 

○建設部長（泊 正人）今の大田黒委員の言

われた一旦県がレッド、イエローを指定して、地

元の方々が、もう全然危なくないのにという思い

の中で、それを取り消す、そういった見直しはな

いかということなんですが、これは県が主体でや

ってて、防災安全課と建設維持課も一緒に回るん

ですけれども、航空写真とか地形図を見た上で、

そういう渓流であるとか山の傾斜、そういったも

ので判断をしていますので、一旦してしまいます

と、砂防ダムをつくるとか、あるいは山をもう廃

土をするとか、そういうハードなことをやらない

限りは、今のところ、幾ら地元の方が危なくない

じゃないかと言っても、見直しとかいうことはな

いと思います。 

 で、指定をするときに地区民の方にも説明会に

来てくださいというのを全部出すんですけど、周

知の仕方も悪いのかもしれないし、意識がそこま

でないのかもしれませんけど、知らないうちにそ

ういう地区になってしまって、要は、地価も下が

ったとか、そういう苦情なんかもあるんですけど、

県としては、コンサルを使いながら、粛々とそう

いう地区を進めておりまして、今もおっしゃるよ

うに、何年かおきに見直すというところは今のと

ころはないです。ただ、そういう声があるという

ことは、また届けないといけないと思います。 

 確かに住民の方から、いざ家を建てようとした

ら、建築許可のところで、おたくのところはイエ

ローゾーンですよって、そういうことは知らんか

ったとかというのが水引あたりでもあって、かな

りお叱りを受けたところもあります。確かにそこ

にも、そういう説明会があるということは文書で

出しているんですけども、相手さんに言わせれば、

そんな重要なこととは知りませんよというような

返ってきて、その辺非常に温度差があるというの

が実情です。 

○委員（大田黒 博）わかりました。やっぱ

りトラブルのもとなのかなと思ったりもしており

ますし、実際私もそういうのに直面して、ここは

いかなったなと思いながら、ずっとそのまま、親

子げんかをしながらずっと延びているんです。ど

こにつくろうかと、その補償費ももらいたいし、

だからどこに建てたらいいのか、イエローゾーン

だとだめだということになれば、また考えないけ

ないなと思いながら苦慮しているところでした。

ありがとうございました。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、議案第３９号平成３０年度薩摩川内市

一般会計予算のうち、本委員会付託分について、

質疑が全て終了しましたので、これより討論、採

決を行います。 

 討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）委員会資料の

１ページをお願いします。 

 木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助金につい

て説明させていただきます。 

 この補助金は、平成２１年度から立ち上げてお

りまして、今回、補助内容を一部変更しましたの

で、その部分を御説明させていただきます。 

 （２）の耐震改修工事の補助金ですけれども、

これはこれまで補助率が９０％、限度額が３０万

円としておりましたけれども、国の新たな補助制

度の創設に伴いまして、補助率を８０％、限度額

を１００万円に変更いたしました。 

 また、平成３０年度は、耐震診断を５棟分、耐

震改修工事を５棟分予算計上をお願いしていると

ころでございます。 

 （４）の実績を見ていただきますとお分かりの

とおり、これまで改修工事の申請が少ないのが現

状でございます。 

 今回、限度額を１００万円に引き上げましたの

で、幾らか申請が出てくるのではないかというふ

うに考えております。 

 次に、２ページをお願します。 

 市営住宅指定管理者運営評価について報告させ

ていただきます。 

 現在、川内地域及び本土４地域の市営住宅につ

きまして、指定管理者に業務委託をしているとこ

ろでありますが、指定管理者制度導入施設の評価

マニュアルというのがあるんですけれども、これ

に従いまして、今回、運営評価委員会を実施しま

したものです。 

 まず、川内地域ですけれども、指定管理者は平

野商事株式会社で、指定期間が平成２６年４月

１日から平成３１年３月３１日までの５年間でご

ざいます。 

 評価委員会は、去る平成３０年２月６日、川内

文化ホールにおいて開催をしております。評価委

員は、市営住宅の入居者や地区コミ会長の代表者

の方、学識経験者として建築士会の方、市の職員

など１０名で構成され、評価をしていただきまし

た。 

 ３ページをお願いします。 

 評価項目は、１、施設の運営は、市民の安全と

平等利用が確保されているか。２、施設の効用を

最大限に発揮し、利用者のサービスの向上が図ら

れているか。３、事業計画に基づく管理を適正か

つ確実に実施するための物的、人的能力を生かし、

管理を安定して行っているか。４、施設の管理経

費の縮減が図られているか。５、その他、当該公

の施設の設置目的を達成するために必要と認める

事項を達成しているかの５項目につきまして、

１,０００点満点で評価をいただきました。 

 表の一番右下、平野商事株式会社様は７０７点

でございました。 

 ４ページをお願いします。 

 採点結果表ですけれども、合計７０７点で、お

おむね適正であると認められました。 

 委員からの意見といたしまして、電話や窓口等

を土曜、日曜、祝祭日も対応しており、営業日数

の拡充が図られ、市民サービスの向上につながっ

ている。 

 また、入居者からの要望、苦情処理等には、迅

速な対応を求める声もありました。 

 ５ページをお願いします。 

 続きまして、本土４地域ですが、指定管理者が

株式会社橋口組で、指定期間が平成２８年４月

１日から、平成３１年３月３１日までの３年間で

ございます。開催日、評価委員は同じでございま

す。 

 ６ページをお願いします。 

 一番右下、株式会社橋口組様は７１１点でした。 

 ７ページでございますけれども、採点結果表、

合計７１１点で、おおむね適正であると認められ

ました。 

 委員からの意見につきましては、平野商事様と
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ほぼ同様でございます。 

 この結果を、平成３１年４月から、次期指定管

理に向けて、また参考にさせていただきたいと思

います。 

 以上で、報告を終わります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、建築住宅課を終わります。 

 ここで休憩します。 

         ～～～～～～～～～ 

         午後２時５４分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午後２時５５分開議 

         ～～～～～～～～～ 

○委員長（福元光一）それでは、休憩前に引

き続き、会議を開きます。 

────────────── 

△委員会報告書の取り扱い 

○委員長（福元光一）以上で、日程の全てを

終わりました。委員会の報告書の取りまとめにつ

いては、委員長に一任いただきたいと思いますが、

そのように取り扱うことで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議ありませんので、

そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣の取り扱い 

○委員長（福元光一）それでは、閉会中の委

員派遣の取り扱いについてお諮りいたします。 

 閉会中の５月に行政視察を実施したいと思いま

すが、視察先との調整が必要となりますので、委

員派遣の手続は、正副委員長に一任いただきたい

と思います。ついては、そのように取り扱うこと

で御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議ありませんので、

そのように決定しました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（福元光一）以上で、建設水道委員

会を閉会いたします。 
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